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調和のとれた七つの生活圏づくりを進めます。［第３編 地域構想］ 
地域づくりの基本目標 一人ひとりの参加で個性を磨く、魅力あふれるふるさと「ふくしま」 

－多極ネットワークの新たな展開－ 

 地域別構想 相互連携による生活圏の展開戦略 広域連携 

福島県がめざす将来像はこのような姿です。［第１編 基本構想］ 
 

本県の特性 新しい世紀の時代認識 

 
 
・ 一人ひとりが大切にされ、いきいきと生活できる社会 

の形成 
 
 
・ 持続的発展が可能な地域社会の形成 
 

県づくりの理念 

２
１
世
紀
初
頭
の
主
要
課
題 

２１世紀の「ふくしま」のイメージ 

 人  多様で主体性を持った個性が躍動し、その能力を十分に発揮できる「ふ

くしま」 
くらし くらしの豊かさをより積極的に味わうことのできるゆとりある「ふくし

ま」 
産 業 新しい時代にふさわしい創造的で活力ある社会が展開する「ふくしま」

環 境 自然と共生する地球にやさしい「ふくしま」 
地 域 一人ひとりの積極的な参加で地域の個性を磨く、魅力あふれるふるさと

「ふくしま」 
２０１０年の県民社会の姿 
 人口と経済の姿 

  総人口 ２０９万～２１４万人 
  一人当たり県民所得 ３３２～３４９万円 

県民のくらしを表す代表的な指標 

 ３１の指標を設定 

県はこのような施策に取り組みます。［第２編 基本計画］ 

基本施策体系 
『２１世紀の「ふくしま」のイメージ』に示された

「人」「くらし」「産業」「環境」を基本施策体系

の柱とし、その将来イメージの実現をそれぞれの柱

の目標としています。そして、「人」と「地域」を

支えるものとして補項目に位置付けた「基盤」を含

めた５つの柱に沿って、県の施策を総合的・体系的

に示しています。 

人間・人権・人格の尊重 

自然と共生する環

境負荷の少ない社

会の形成 

独自の歴史・文化・

個性を尊重した地

域づくりの推進

県づくりの理念とは？ 

新しい世紀にふさわしい社

会システムの構築に向け、

県民・民間団体、市町村、

県が連携・協力しながら効

果的に県づくりを進めてい

くために共有する理念で

す。 

基
本
目
標 

地
球
時
代
に
は
ば
た
く
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会 

～
と
も
に
つ
く
る
美
し
い
ふ
く
し
ま
～ 

重点施策体系 
『県づくりの理念』が示す新しい世紀の価値観

（「人間・人権・人格の尊重」や「自然との共

生」など）を基調とする社会の実現に向け、県

が重点的に取り組む施策を示しています。 
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Ⅰ はじめに 

 

１ 「うつくしま２１」の策定趣旨等 

 福島県新長期総合計画「うつくしま２１」は、平成 12 年 12 月、「ふくしま」で活動

する様々な主体が、水平的な広がりの中で、相互に結びつきを深めながら躍動する社会

を目指して、「地球時代にはばたくネットワーク社会～ともにつくる美しいふくしま～」

を基本目標として、県のみならず、県民、民間団体、市町村がその実現に向けて取り組

んでいくための拠りどころとなることを期待して策定されたものです。 
 本計画では、「一人ひとりが大切にされ、いきいきと生活できる社会の形成」と「持

続的発展が可能な地域社会の形成」（自然と共生する環境負荷の少ない社会の形成、独

自の歴史・文化・個性を尊重した地域づくりの推進）を県づくりの理念として掲げてい

ます。 
２ 計画の構成及び中間見直し 

 本計画は、①基本構想、②基本計画、③地域構想から構成されています。①では県づ

くりの理念や本県が目指す姿を明らかにし、②では「重点施策体系」で県が重点的に行

う施策を、「基本施策体系」では施策分野ごとに県の施策を総合的・体系的に示し、さ

らに③では各地域の基本的発展方向や今後展開する主な取組みについて示しています。 
①においては県民を含めた県全体の努力目標としての「2010 年の県民のくらしを表す

代表的指標」を示すとともに、②の重点施策体系では県の施策の努力目標としての「施

策の達成度を測る指標」を設定し、これを用いて毎年度、計画の確実な進行管理を行い、

計画の実効性を高めてきました。また、重点施策体系の施策に対応する事業を重点事業

として実施し、基本目標の実現のための施策を展開してきました。 
また、平成 17 年度には、社会経済情勢に柔軟に対応するため、計画中間年次におい

て、重点施策体系の見直しを行うとともに、指標を拡充しました。 
３ 総点検実施の理由、経緯 

  平成 22 年度が本計画の計画最終年度になることから、次期総合計画について幅広く検

討を始めることとし、平成 20 年 2 月に開催した福島県総合計画審議会において総点検

の実施について知事より諮問を行い、総点検部会を設置して審議を行うこととしました。 
４ 総点検の視点 

今回の総点検は、まもなく計画期間の満了を迎える時期に行う点検であることから、

施策レベルの点検の積み上げにとどまることなく、本計画策定時には想定されなかった

ような新たな時代潮流や社会経済の変化を的確に捉え、本県における現状分析や課題の

抽出を行い、次期総合計画の検討につなげていくこととしています。 
５ 総点検の方法 

これまで定期的に実施してきた指標等による進行管理や事業評価を最大限に活用し

計画の進捗状況を把握いたしました。 
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Ⅱ 基本構想 

 

１ 「うつくしま２１」策定後における時代潮流の変化 
 
（１）人口減少、少子・超高齢社会の到来 

「うつくしま２１」では、21 世紀初頭に人口減少局面に入ることを予測し、高齢者の

増加による現役世代の負担増などの影響を懸念して、少子化、高齢化の進行を、21 世紀

における最重要課題として位置づけました。 
実際には、計画策定時の予測を上回る速度で人口減少が進んでいます。合計特殊出生

率が低下し、若年層の首都圏等への人口流出の動きが強まっています。 
人口減少社会の到来は避けがたい傾向と考えられますが、労働力人口の減少による県

内産業の停滞、老年人口の増加による社会保障の見直し等の問題が発生する可能性があ

るため、早急な対応が求められています。 
 

図 1 年齢３区分人口の推移・将来推計（福島県） 

 
 

 

○ 日本の総人口は、約 1 億 2,777 万 1 千人となっており、ほぼ横ばいで推移していま

す（平成 19 年 10 月 1 日現在）。 
国立社会保障・人口問題研究所の推計（「日本の将来推計人口」（平成 18 年 12 月推

計中位推計））によると、平成 47 年（2035 年）には、約 1 億 1,067 万 9 千人に減少す

る見込みとなっています。 
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【出典】福島県の推計人口 平成 19 年版、日本の都道府県別将来推計人口（平成 19 年 5 月推計）（国立社会保障・人口問題研究所）を基に総

合計画課作成 
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○ 本県の人口は、約 206 万 8 千人となっており、平成 10 年（1998 年）の 213 万 7 千

人から約 6 万 9 千人減少しています（平成 19 年 10 月 1 日現在）。国立社会保障・人口

問題研究所の推計（「日本の都道府県別将来推計人口」（平成 19 年 5 月推計））による

と、平成 47 年（2035 年）には、約 164 万 9 千人まで減少する見込みとなっています。 

 

○ 日本の高齢化率は、平成 19 年の約 21.5％から、平成 47 年には約 33.7％まで上昇す

る見込みとなっています。また、本県の高齢化率は、平成 19 年の約 23.7％から、平成

47 年には約 35.5％まで上昇する見込みとなっています。 

 
○ 本県の生産年齢人口は、平成 19 年の約 128 万 2 千人（県人口の約 62.0％）から平成

47 年には約 89 万 1 千人（県人口の約 54.1％）に減少する見込みです。 

地域によって、進行の度合いも異なっています。中通り地域では、人口減少、高齢

化の進行は緩やかですが、過疎・中山間地域では、急速に進行しています。 

 

図２ 年齢別県外移動者数（福島県） 

 

 

 
 
 
 
 

【出典】福島県の推計人口 平成 19 年版 

 

○ 近年、人口の自然増減数が出生数の減少と死亡数の増加により減少幅が拡大してい

る傾向が見られ、また、若年層を中心として、首都圏等に対する転出超過となってい

ます。 
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（２）グローバル化の進展 

「うつくしま２１」では、21 世紀は、これまでにない大交流・大競争の時代に入り、

地域や企業が直接世界と交流し、あるいは競争する機会が増加することを予測しました。 
実際に、貿易の自由化、国境を越えた市場の拡大等を背景にグローバル化は進展し、

平成 13～19 年度における我が国と海外との貿易額は、約 1.8 倍に増加しました。 
また、東アジア諸国の著しい経済発展やインド、ロシア等の経済発展により、世界経

済は、これまでの北米・欧州を中心とした二極構造からアジア地域を含めた三極構造へ

と移行しつつあります。 
本県経済においても、平成 13～19 年における小名浜港を利用した国際コンテナ取扱量

は、中国等との取引拡大により、約 1.8 倍に増加しています。また、平成 19 年の主要観

光地に宿泊した、韓国・台湾等からの外国人観光客数は、調査開始以降最多を記録して

おり、アジアとの結びつきは年々強まっています。 
長期的にこの傾向は続いていくと考えられるため、グローバル化に対応した付加価値

の高い産業の育成が求められています。 
 

図３ 海外との貿易額・貿易割合の推移 

 

【出典】財務省貿易統計のデータを基に総合計画課作成 

 

○ 我が国の海外との貿易額では、平成 13～19 年度にかけて、全体で約 78％の増加と

なっています。中東（約 179％の増）、中国（約 154％の増）の順に増加割合が高くな

っています。 

 

○ 貿易割合では、平成 13～19 年度にかけて、中国（約 5.3％の増）、中東（約 4.1％の

増）の順に割合が高くなっています。米国との間では約 8.9％の減となっています。 
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図４ 小名浜港外貿コンテナ取扱量の推移（福島県） 

 
【出典】国土交通省東北地方整備局小名浜港湾事務所 HP、福島県小名浜港利用促進協議会 HP 

 
○ 小名浜港の外貿コンテナ取扱貨物量は、平成 13～19 年にかけて、約 76％の増加と

なっています。平成 19 年は、住宅メーカー、製材商社が、京浜港で揚げていた貨物を

小名浜港にシフトしたため、過去最高の取扱量を記録しています。 
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（３）食料、資源・エネルギー問題の顕在化 
「うつくしま２１」では、特に記述していませんでしたが、世界全体では発展途上国

を中心に人口が増加し、食料の需要が増加しています。また、中国やインド等の経済発

展によって、原油や鉄鉱石等の資源・エネルギーの需要が増加しています。 
   農林水産省が公表している都道府県別食料自給率によれば、本県のカロリーベースの

食料自給率は平成 18 年度概算値で 83％であり、全国平均を上回っておりますが、平成

19 年度食料需給表によると、我が国の国内消費量に占める輸入の割合は、小麦約 85％、

とうもろこし 100％、大豆約 97％、肉類約 44％、魚介類約 54％となっているなど、食料

及び飼料の過半を輸入に依存しており、食の安全保障の観点から、農業の見直しが求め

られています。 
県内では、自動車など石油エネルギーへの依存度が高く、燃料価格の高騰は県民経済

を圧迫しており、化石燃料に依存しないライフスタイルへの転換や省エネルギーの推進、

新エネルギー導入などの対策が求められています。 
 

図５ 小麦価格・原油先物価格の推移 

 
 

 

 

○ 平成 13（2001）年 1 月～平成 20（2008）年 6 月にかけて、小麦価格は約 2.9 倍、原

油先物価格は約 4.5 倍に上昇しています。需要の増加に加えて、投機資金の流入も価

格高騰の原因として考えられます。 
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（４）地球温暖化問題をはじめとする環境問題の深刻化 

「うつくしま２１」では、「環境との共生」を 21 世紀における時代認識として掲げ、

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会システムの見直し、環境負荷の少ない社会の構

築の必要性を指摘していました。 
近年では、地球温暖化の問題が世界的な関心を集めるようになりました。気象変動に

関する政府間パネル（IPCC）第 4 次評価報告書によると、世界の平均気温は過去約 100

年間で 0.74℃上昇しており、今後 20 年間に、10 年当たり約 0.2℃上昇するとされていま

す。 

地球温暖化の原因は、人間の活動による CO2等温室効果ガスの増加であり、今後、干

ばつや自然災害の多発、海面上昇等により、人類の生存に対して様々な悪影響を及ぼす

ことが予測されています。また、国内でも、農業分野を始めとして温暖化の影響が懸念

されています。 
地球環境の保全と経済成長の調和は、全人類的な課題となっており、これまで以上の

効果的な取組みが求められています。 
 

図６ 福島市における年平均気温の推移 

 
【出典】気象庁 HP データを基に総合計画課作成 

 

○ 気象庁のデータによると、過去約 100 年間の福島市の平均気温は約 1.5℃上昇してい

ます。 
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図７ 我が国の CO2排出量の推移 

 
【出典】国立環境研究所のデータを基に総合計画課作成 

 

○ 1990 年度（平成 2 年度）は、京都議定書に基づく基準年度となっていますが、1990

～2006 年度の二酸化炭素排出量は、いずれも基準年度を上回っており、増加傾向が続

いています。 

部門別（2006 年）では、産業部門の割合が最も高く（36.1％）、次いで運輸部門（19.9％）、

民生業務部門（18.0％）の順となっています。 

 

 

（５）高度情報社会の到来 

「うつくしま２１」では、情報化の進展は、時間・空間の概念、社会の変革の可能性

を有しており、就労形態の多様化、高齢者・障がい者の社会参加等の可能性を指摘して

いました。また、量・質ともに増加する情報から、必要な正しい情報を選択するための

能力が求められることについても指摘していました。 
計画期間中は、インターネットが一般家庭に普及し、情報技術（IT）は、コミュニケ

ーションを重視する方向（ICT）に移行し、ユビキタスネットワーク社会は着実に実現

しつつあります。 
また、情報化の進展による時間・空間の制限の超越は、今まで一見無関係であった様々

な知が交流し合い、新たな知や革新をもたらす可能性が高まっています（オープン・イ

ノベーション）。 
世界に流通している情報量は、幾何級数的に膨張しているため、今後は、必要な情報

にいかに瞬時に、かつ効率的にアクセスするための対策が求められていくものと考えら

れます。また、情報セキュリティ対策、情報基盤をより一層充実させるための対策が求

められています。 
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（６）ライフスタイル・価値観の多様化 

「うつくしま２１」では、人々の価値観の変化として、くらしの豊かさを積極的に追

求する傾向が強まっていることを指摘し、具体的には、個人の重視、「公」の役割の担う

動きの活発化を挙げました。一方で、個人の孤立、コミュニティ機能の低下の問題を指

摘していました。 
モノの豊かさから精神的な豊かさを重視する人々が増加するとともに、必ずしも経済

的に豊かでなくても、社会貢献、家族や地域との関係を重視する人々が増加するなど、

ライフスタイル・価値観の多様化は、今後も進んでいくと考えられます。 
   反面、人間関係の希薄化、人間の孤独化が進んでおり、こうした流れは、モラルの低

下や凄惨な事件の増加の一因になっていると考えられます。また、非正規雇用の増加、

年金問題などにより、将来への不安が高まっています。 

   本県では、人と人の繋がりを重視する風潮が残っており、本県の強みとして大切にし

ていくことが求められています。 
 

図８ 物の豊かさ・心の豊かさを重視する割合 

 
【出典】平成 19年版国民生活白書（内閣府） 

 

○ 平成 19 年版国民生活白書によると、内閣府「国民生活に関する世論調査」において、

物の豊かさを重視すると回答した人の割合は、昭和 47（1972）年～平成 18（2008）年

の間に約 10％減少しています。一方で、心の豊かさを重視すると回答した人の割合は、

約 25％増加しています。 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

19
72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98

20
00

20
02

20
04

20
06

心の豊かさ

物の豊かさ

一概にいえない

単位：％

10



図９ 人間関係が難しくなった原因 

 
【出典】平成 19年版国民生活白書（内閣府） 

 

○ 平成 19 年版国民生活白書によると、人間関係に対する意識について、地域や職場に

おいて距離を置いた付き合いを望む人の割合が高まっている一方で、人間関係が難し

くなったと感じている人の割合も高まっています。人間関係が難しくなった原因とし

て、「人々のモラルの低下」を挙げる人の割合が最も高くなっています。 
 

 

（７）安全・安心に対する意識の高まり 

「うつくしま２１」では、中間見直しの段階で記述していましたが、国内ではここ数

年来、東北地方や北陸地方を震源とする地震が続き、地域住民の生活や経済活動に大き

な影響と被害を及ぼしています。平成 17 年度国土交通白書によると、7 割以上の国民が

自然災害、事故及びテロに対して、今の日本は危険であると認識しており、半数近くの

国民が以前に比べて安全でなくなったと回答しています。 
また、食品の産地偽装の多発、外国産食品による健康被害、鳥インフルエンザの発生

など、人々の間で安全・安心に対する意識は高まっています。 
このため、防災・減災対策や、食への信頼性確保のための対策が求められています。 
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（８）分権型社会への移行、「新たな公」の成長 

「うつくしま２１」では、自治体が主体性をもって、地域の実情に応じた地域づくり

を行うことができる仕組みの必要性を指摘していました。 
「うつくしま２１」策定以後、市町村合併が進むとともに、国においては、道州制の

議論が行われるようになりましたが、国から地方への権限の移譲はあまり進んでいない

状況です。 
一方で、人々の価値観やニーズの多様化に伴い、複雑化している地域の課題解決は、

行政機関だけでは対応が難しくなっており、公の役割を担う活動主体（「新たな公」）が

成長しています。 
今後は、こうした「新たな公」と連携しながら、限られた財源をいかに効率的にかつ、

本当に必要な部分に投資するかといった視点が、今まで以上に強く求められるようにな

ると考えられます。 
 

図１０ 福島県内の市町村合併の状況 

 

 
 

○ 本県では、平成 16 年から市町村合併の動きが進行し、市町村数は 90 市町村（平成

13 年 4 月）から 59 市町村（平成 20 年 9 月現在）に減少しています。 
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18. 1. 4 喜多方市 喜多方市、熱塩加納村、塩川
町、山都町、高郷村

18. 3.20 南会津町 田島町、舘岩村、伊南村、南郷
村
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18. 1. 1 伊達市 伊達町、梁川町、保原町、霊山
町、月舘町

17.11. 7 白河市 白河市、表郷村、大信村、東村

17.12. 1 二本松市 二本松市、安達町、岩代町、東
和町

17.10. 1 会津美里町 会津高田町、会津本郷町、新
鶴村

17.11. 1 会津若松市 会津若松市、河東町

17. 3. 1 田村市 滝根町、大越町、都路村、常葉
町、船引町

17. 4. 1 須賀川市 須賀川市、長沼町、岩瀬村

合併期日 新市町村名 構成市町村

16.11. 1 会津若松市 会津若松市、北会津村

福島県内の市町村合併の状況 （平成２０年７月１日現在） 市町村数

59市町村（１３市３1町１５村）

いわき市

郡山市

大玉村

石川町

平田村

古殿町

天栄村

矢祭町

葛尾村

下郷町

只見町

猪苗代町

磐梯町

塙町

鮫川村
棚倉町

浅川町

中島村

矢吹町

西郷村

小野町

三春町

広野町

楢葉町

富岡町

大熊町

双葉町

川内村

西会津町

浪江町

北塩原村

檜枝岐村

相馬市

新地町

泉崎村

昭和村

金山町

三島町

柳津町

会津坂下町
湯川村

飯舘村

国見町

田村市

川俣町

鏡石町

須賀川市

玉川村

会津美里町

会津若松市

白河市

本宮市

二本松市

伊達市

南相馬市

喜多方市

南会津町

桑折町

福島市
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２ 県内の社会経済の現状 

（１） 人口と経済の姿 

① 人口 
（ア）総人口及び人口動態 

 

※ 「福島県の推計人口」を基に総合計画課作成。各年 10 月 1 日現在。 

 
○ 本県の総人口は、平成 10 年 1 月の 2,138,454 人をピークに減少を続けています。 
○ 平成 19 年 10 月 1 日現在の本県の総人口は、約 206 万 8 千人であり、計画策定時（平

成 11 年 10 月 1 日）に比べ、約 6 万 7 千人の減（△3.1%）となっています。 
○ 既に平成 18 年には、趨勢値である 209 万人を下回り、平成 19 年 10 月 1 日現在、趨

勢値を 2 万人以上も下回っている状況にあり、計画策定時の予測より急速に人口減少

が進行しています。 
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※ 「福島県の推計人口」を基に総合計画課作成。各年 1 月～12 月末までの累計。 

 

○ 人口動態について、自然増減数が平成 15 年から減少に転じています。 
○ また、平成 12 年まで社会増減数が 3 千人前後の減少で推移していましたが、平成

13 年から一貫して減少幅が拡大してきており、平成 19 年には 8 千人以上（△0.4％）

減少し、人口の県外流出が進行しています。 
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【参考】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 出典：「福島県の推計人口-平成 19 年版-」 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 「福島県の推計人口」を基に総合計画課作成。 
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※ 「福島県の推計人口-平成 19 年版-」を基に総合計画課作成。 

 

○ 年齢別に県外移動者数をみた場合、15～44 歳での移動が多くなっています。特に

20～24 歳での転出超過数が多くなっています。 

 ○ また、近年、女性の転入者減による転出超過が見られるとともに、都道府県別に

みた場合、首都圏への転出超過が多くなっています。  
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（イ）年齢階層別人口 
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※ 「福島県の推計人口」を基に総合計画課作成。各年 10 月 1 日現在の数。 

 

○ 平成 19 年における老年人口（65 歳以上）は約 49 万人で、計画策定時（平成 11
年 10 月 1 日）と比較して、約 6 万 9 千人増加（＋16.3%、＋4.0 ポイント）していま

す。 
○ 一方、年少人口（0～14 歳）は約 5 万 6 千人減少（△15.7%、△2.1 ポイント）し

ており、少子高齢化が進行しています。 
○ また、生産年齢人口（15～64 歳）も約 136 万 5 千人から約 128 万 2 千人まで減少

（△6.1％、△1.9 ポイント）しています。 
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0～14歳 382 375 367 359 351 341 334 327 320 314 307 302 295 318 329

（千人）

年齢階層別人口 0～14歳

15～64歳

65歳以上
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② 経済 
（ア）経済成長率 

 
※ 出典：「県民経済計算年報－平成 17 年度版－」 

 
○ 本県の経済成長率（実質）は、平成 13 年度、平成 15 年度にマイナス成長となりま

したが、平成 16 年度から 2 年連続のプラス成長となっています。 
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（イ）県内総生産 

 

 

※ 出典：「県民経済計算年報－平成 17 年度版－」 
※ 既存の統計データでは平成 7 年度価格では表示できないため、県内総生産（実質）で比較している。 

 

○ 平成 17 年度における県内総生産（名目）は、約 7 兆 8 千億円で計画策定時（平成 11
年度）からほぼ横ばいとなっていますが、デフレの影響が大きく、県内総生産（実質）

は約 8 兆 8 千億円となっています。 
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構成比 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H22 

第 1 次産業 2.7% 2.4% 2.2% 2.2% 1.9% 2.0% 1.9% 1.9% 1.9% 1.7% 
  2.2% 

程度 

第 2 次産業 34.7% 34.7% 34.5% 34.2% 34.2% 31.2% 31.8% 32.1% 32.8% 32.0% 
33.0～

35.5% 

第 3 次産業 62.6% 62.9% 63.3% 63.6% 63.9% 66.8% 66.3% 66.0% 65.3% 66.3% 
62.3～

64.9% 

※ 「県民経済計算年報－平成 17 年度版－」を基に総合計画課作成。 
※ 産業別の割合については、県内総生産（名目）で比較している。ただし、第 1 次～第 3 次産業の計

は、帰属利子等控除前のため県内総生産の額と一致しない。 
 

○ 産業別構成比では、第 3 次産業の占める割合が高くなる一方、第 1 次産業、第 2 次

産業において低下しています。 
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【参考】産業に関する主な指標の推移 
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（単位：億円） 農業産出額（農業粗生産額）の推移

 

※ 平成 13 年より「農業粗生産額」の名称が「農業産出額」に変更された。 

※ 平成 22 年の数値は、「うつくしま農業・農村振興プラン 21」の目標値による。 

  
※ 資料：「工業統計調査」 
※ 平成 22 年の数値は、「福島県商工業振興基本計画うつくしま産業プラン 21」の目標値による。 

 
※ 資料：「商業統計」。商業統計は平成 9 年以降、調査サイクルが 5 年となり、調査の 2 年後に簡易調

査が行われている。 
※ 平成 22 年の数値は、「福島県商工業振興基本計画うつくしま産業プラン 21」の目標値による。 
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（ウ）就業者数 

 
 

構成比 H7 H12 H17 H22 

第 1 次産業 10.8% 9.6% 9.2% 5.7～6.9% 

第 2 次産業 36.1% 34.7% 30.7% 36.2～36.6% 

第 3 次産業 52.9% 55.2% 59.3% 58.1～56.5% 

※ 出典：「国勢調査報告」。各年 10 月 1 日現在。 
※ 就業者数の計は分類不能等を含むため、第 1 次～第 3 次産業の計と一致しない。 

 

○ 産業別構成比では、第 3 次産業の割合が高くなっている一方、第 2 次産業の割合が

低下しています。 
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（エ）県民所得 

 

 
※ 既存の統計データでは平成 7 年度価格では表示できないため、県民所得（実質換算）で比較してい

る。 

※ 県民所得（実質換算）は、「県民経済計算年報－平成 17 年度版－」を基に、県内総生産（実質）と
県内総生産（名目）の割合から総合計画課が算出。 

 
○ 平成 17 年度における県民所得は約 5 兆 7 千億円で、計画策定時（平成 11 年度）か

ら緩やかに下降しています。 

○ また、一人当たり県民所得は約 272 万 8 千円であり、計画策定時からほぼ横ばいで
推移しています。 

○ しかし、これは主にデフレの影響によるものであり、県内総生産（実質）から算出
した県民所得は約 6 兆 4 千億円、一人当たり県民所得は約 306 万 8 千円となっていま
す。 

58,699 58,363
56,957

58,304
60,282

58,592 59,402 59,035

61,954
64,160

69,500

74,800

2,748 2,731 2,666 2,731 2,834 2,758 2,803 2,795
2,943 3,068

3,320
3,490

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

H8

(1996)

H9

(1997)

H10

(1998)

H11

(1999)

H12

(2000)

H13

(2001)

H14

(2002)

H15

(2003)

H16

(2004)

H17

(2005)

H22

趨勢値

H22

誘導値

（単位：千円）（単位：億円）

県民所得（実質換算）の推移

県民所得 一人当たり県民所得

61,071 60,861
58,862 59,155

60,077

57,395 56,549
54,929

56,483 57,042

2,859 2,847 2,755 2,771 2,825 2,702 2,668 2,600 2,683 2,728

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

H8

(1996)

H9

(1997)

H10

(1998)

H11

(1999)

H12

(2000)

H13

(2001)

H14

(2002)

H15

(2003)

H16

(2004)

H17

(2005)

（単位：千円）（単位：億円）

県民所得の推移

県民所得 一人当たり県民所得

23



（２） 2010 年の県民のくらしを表す代表的な指標の推移 

 2010 年の本県のあるべき姿を、県民の生活と密接に関連するさまざまな指標を用いて、

示しています。 
 これらの指標により、本県の将来像についての県民の共通理解が深まり、県全体の努力

によって、より効果的に県づくりを進めることが可能になるものと期待されます。 
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単位（％） ２．健康で元気な高齢者の割合 （介護保険の認定状況からの推計）

 

 
 

 

① 人に関する指標 

出典：「地方公共団体における男女共同参画社会の形成または女性に関する施策の進行状況
調査」（内閣府・人権男女共生課調べ） 

状況：平成 11 年度以降右下がりの傾向にあります。 

注 ：介護保険第 1 号被保険者のうち要介護（要支援）認定者以外の人の割合を算定しています。
出典：「介護保険事業状況報告」（厚生労働省）

状況：平成 18 年度を境に増加から横ばいに転じています。県の審議会等では平成
20 年度で 35.2%に達しましたが、市町村では 18.9%(前年比△0.2%)に留まって
います。 

増加を目指す指標

増加を目指す指標

【凡例】

これまでに把握していた数値

今回把握した数値
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単位（分） ５．生涯学習にかける時間 （１人１週当たり）

 

 
 

出典：「労働市場年報」及び「障害者職業紹介状況」（福島労働局） 

出典：学校基本調査報告書（文部科学省） 

出典：社会生活基本調査（総務省） 調査サイクル 5 年 

状況：本指標については、増加の方向で順調に推移しています。 

状況：平成 13 年に増加しましたが、その後、平成 8 年度の水準に減少しました。 

状況：平成 15 年度以降増加傾向にあり、平成 17 年度より 90%を超えています。 
なお、全国順位についても 31 位(H11)から 8 位(H18)に上昇しています。 

増加を目指す指標

増加を目指す指標

増加を目指す指標
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出典：社会生活基本調査（総務省） 調査サイクル 5 年 

状況：本指標については、微減で推移しています。 

出典：社会生活基本調査（総務省） 調査サイクル 5 年 

状況：緩やかであるものの、一貫して増加しています。 

増加を目指す指標

増加を目指す指標
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② くらしに関する指標 

注 ：平成 17 年度の重点施策体系の見直しに伴い、目標値を 150 人以下から 110 人以下 
に変更しています。出典：交通白書（生活交通課・警察本部調べ） （暦年） 

状況：増加傾向にありますが、ここ数年伸びが鈍っている状況にあります。 

出典：河川計画課調べ（河川計画課、福島河川国道事務所、阿賀川河川事務所のデータより）

出典：毎月勤労統計調査地方調査結果年報 （暦年）

状況：順調に減少の方向で推移していますが、高齢者の事故の割合が高まっており 
高齢人口の増加を考慮すると予断を許さない状況にあります。 

状況：平成 13、14 年が最も少なく、その後増加し、平成 17 年以降再び減少してい
ます。企業活動の好不況の影響を受けていることが推察されます。 

減少を目指す指標

減少を目指す指標

増加を目指す指標
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出典：社会生活基本調査（総務省） 調査サイクル 5 年 

状況：高齢者人口が増加していることもあり、厳しい状況にあります。 
出典：人口動態統計（厚生労働省） 

出典：「救急・救助の現況」（総務省消防庁、消防保安課調べ） 

状況：平成 13 年に増加しましたが、その後減少しています。 

状況：高度な処置が可能な病院への「転院搬送」の増加や、救命効果の向上を図る
ための救急救命士の処置範囲の拡大等により、収容に要する時間が長くなる
傾向があります。 

増加を目指す指標

減少を目指す指標

減少を目指す指標
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状況：平成 12 年以降、ほぼ横ばいで推移している状況にあります。 

出典：高齢福祉課調べ 

状況：平成 14 年以降、ほぼ横ばいで推移している状況にあります。 
出典：高齢福祉課調べ 

状況：本指標は 20～40 歳代の女性労働力率が低下する M 字カーブに対応する指標
ですが、平成 7 年以降、改善されている状況にあります。 

出典：国勢調査報告（平成 17 年 10 月）

増加を目指す指標

増加を目指す指標

減少を目指す指標
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状況：下水道等の事業の進捗により、普及率が高まっている状況にあります。 

出典：「汚水処理人口普及状況について」（下水道課調べ、農林水産省・国土交通省・ 
環境省調べ） 

増加を目指す指標
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出典：「青年農業者育成指導実態調査」（農業振興課調べ（毎年 5 月現在）） 

③ 産業に関する指標 

状況：企業経営が厳しい時期に伸び悩みはあったものの、平成 17 年以降は着実に増
加しています（増設を含めると近年では年間 100 件に達しています）。 

出典：「工場立地状況について」（企業立地課調べ （暦年）） 

出典：「都道府県別 ISO14001 審査登録状況」（（財）日本規格協会調べ） 

状況：近年、100 人以上で推移してきましたが、他産業の雇用情勢等の改善により
大幅な増加は期待できない状況にあります。 

状況：環境意識の高まりを背景に平成 16 年度において目標値を達成しています。 

増加を目指す指標

増加を目指す指標

増加を目指す指標
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注 ：平成 17 年から全国観光統計基準に準拠することとし、平成 18 年には 379 地点を調査
し、同基準に合致する 285 地点を集計しました。なお、平成 17 年の（ ）内は平成 16
年調査と同様の方法（155 調査ポイント）による調査結果を表示しています。 

出典：「観光客入込状況」（観光交流課調べ （暦年）） 

状況：県外からの求人が多くなっており、ここ数年は 80%台で推移しています。 

出典：学校基本調査報告書（文部科学省） 

状況：県・市町村・民間挙げての取組みの実施や、経済的、時間的にゆとりのある
年齢層が増加することもあり、近年では増加している状況にあります。 

増加を目指す指標

増加を目指す指標
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注 ：ごみの排出量は、収集ごみ量、直接搬入量及び自家処理量の合計です。 
出典：「福島県の一般廃棄物の状況」（一般廃棄物課調べ） 

④ 環境に関する指標 

状況：昨今の気候変動やオール電化住宅の増加等により増加の傾向にあります。 

出典：「電気事業便覧」（電気事業連合会統計委員会） 

状況：大気・水質とももほぼ横ばいです。 

出典：「公害関係測定調査結果」「環境等測定調査結果」（H16～）（水・大気環境課調べ）） 

状況：ここ数年は 1030g 台で推移している状況にあります。

減少を目指す指標

減少を目指す指標

増加を目指す指標
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状況：本指標では、海水浴客やスキー客等のウェイトが高く、ここ数年は減少傾向
から持ち直しつつある状況にあります 

出典：自然公園等利用者数調（環境省） （暦年） 

状況：森林吸収量を含んでいない数値ですが、火力発電所の稼働増加等により、削 
減が進んでいないと考えられ、さらなる努力が必要な状況にあります。 

注 ：平成 14 年以降の数値は、森林吸収量を含めていない暫定値です。 
出典：環境共生課調べ 

増加を目指す指標

減少を目指す指標
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出典：全国消費実態調査報告（総務省） 調査サイクル 5 年 

⑤ 基盤に関する指標 

注 ：市町村数は平成 13 年当時（旧 90 市町村） 
出典：道路計画課調べ 

状況：常磐自動車道等の一部供用により短縮されてきています。今後は甲子道路の
供用開始等により、短縮されることが期待されます。 

出典：道路計画課調べ 

状況：常磐自動車道等の一部供用により増加しています。今後は、平成 23 年度以降
（常磐富岡 IC 以北の供用など）に増加すると見込まれます。 

状況：家庭内におけるインターネット利用の浸透に伴って、順調に推移しています。 

増加を目指す指標

増加を目指す指標

減少を目指す指標
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状況：2000(H12)年の航空法改正（参入撤退・運賃の自由化）による航空会社の競争
激化を受け、不採算路線からの撤退等が進むとともに、県民等の旅行需要の
一巡化、団体旅行の減少などの影響を受け、減少傾向にあります。 

出典：空港交流課調べ 

増加を目指す指標
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Ⅲ 基本計画 

１ 重点施策体系 
（１） 重点施策体系の概要 

 重点施策体系は『県づくりの理念』が示す新しい世紀の価値観（「人間・人権・人格の尊

重」や「自然との共生など」）を基調とする社会の実現に向け、県が重点的に取り組む施策

を示しています。 

 重点施策体系については、平成 18 年度から平成 22 年度を計画期間とする「うつくしま２

１」重点施策体系(2006～2010)として、平成 17 年 12 月に見直しが行われ、現在の重点施策体

系は、「ユニバーサルデザインに彩られた ともに生きる社会の形成」をはじめとする 7 つの

柱とそれを推進する 25 の施策により構成されております。 

また、重点施策体系については、財源を優先的に配分するなど、実効性の確保を図ってい

くとともに、施策の成果を総合的に表す指標や施策の成果を県民に分かりやすく示す「シン

ボル指標」を全国での位置付けも分かるように掲げ、その進行管理を行うこととしています。 

  

○ 重点施策体系の施策構成（7つの柱 25 施策） 

 

 

１ 男女共同参画社会の形成 
２ 豊かな長寿社会の実現 
３ 子どもや障がい者にやさしい社会づくり 
４ ともに生きる社会の環境づくり 

 

 

１ 保健・医療・福祉が充実した共生社会づくり 
２ 防災・防犯対策等が充実した地域社会づくり 
３ 安全・安心が確保された消費社会づくり 
４ 安全・安心を支える交流と連携の推進 

 

 

１ 豊かな自然環境の未来世代への継承 
２ 環境にやさしいライフスタイルの実現 
３ 豊かな自然や美しい景観の利活用と環境に配慮した事業の展開 

 

 

１ 世界を視野に入れた産業の育成 
２ 多様で広域的な交流・連携 
３ 地域内経済循環の活性化と地域の宝を生かした産業づくり 
４ 地域が主役の活気にあふれたまちづくりの推進 
５ 雇用の創出と多様な就業機会の確保 

Ⅰ ユニバーサルデザインに彩られた ともに生きる社会の形成 

Ⅱ 安全で安心な社会の形成 

Ⅲ 循環型社会の形成 

Ⅳ 活力ある個性豊かな社会の形成 
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１ 多様な主体の参加と連携による地域づくり 
２ ユニバーサルデザインや超学際的な取組みの推進 

 

 

 

 

１ 安心して子どもを生み育てることができる社会の実現 
２ 人口減少社会に対応した仕組みづくり 
３ 未来を担う人づくり 

 

 

１ 地域の価値の継承者づくり 
２ 地域を支える安全で安心なくらしづくり 
３ 地域の宝を生かした産業づくり 
４ 柔軟で効果的な施策の推進 

 

（２）点検方法 

 重点施策体系の 25 施策ごとに事業評価における施策評価表を関係部局において作成する

とともに、当該評価表を基に 25 施策ごとに点検資料を作成しました【資料編参照】。 

 今回の点検に際しては、25 施策の点検結果を踏まえつつ、シンボル指標の動向を中心に、

7 つの柱ごとに点検結果の取りまとめを行いました。 

 なお、シンボル指標の動向については、以下の凡例を参考としてください。 

 

 

 

 

 

Ⅴ 参加と連携による地域づくり 

Ⅵ 緊急課題への対応 

Ⅵ－Ⅰ 子育て支援など時代を拓く仕組みづくり 

Ⅵ－Ⅱ 過疎・中山間地域対策 

シンボル指標に関する凡例 

●：多い方からの順位

■：少ない方からの順位
全国順位

（年度別）目標値

「現況」として表示した数値

これまでの実績値

最新の実績値
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（３）点検結果 

 

 

 

 

 

 

 

○ 施策及び主な取組み 

 １ 男女共同参画社会の形成 

   「ふくしま男女共同参画プラン」に基づき、全庁的な取組みを実施し、県の審議会等

における女性委員の割合を向上させるとともに、市町村に対しても男女共同参画を推進

するための計画策定等の支援を行いました。また、実践的拠点である「福島県男女共生

センター」で様々な視点による講演会、講座等を開催しました。 

 ２ 豊かな長寿社会の実現 

   老人クラブ及びシルバー人材センター等の支援を行ってきたほか、高齢者の地域子ど

も預りの取組みを実施しました。また、認知症の高齢者が安心して暮らせるネットワー

クづくりにも取り組んだほか、市町村が行う介護予防事業に対しても支援を行ってきま

した。 

 ３ 子どもや障がい者にやさしい社会づくり 

   子どもを児童虐待から守るため、専門家による支援体制、関係者に対する研修、市町

村に対する支援、並びに関係機関との連携の強化に取り組んだほか、平成 19 年度には県

中児童相談所を設置するなど体制の強化を図りました。このほか、平成 18 年度から「福

島県障がい福祉計画」及び「福島県地域生活移行促進プログラム」をスタートさせ、関

連する施策を推進しました。 

 ４ ともに生きる社会の環境づくり 

   ともに生きる社会の実現に向け、「ふくしまユニバーサルデザイン推進指針」を策定

し、各種広報・普及啓発を推進しました。また、「ふくしま公共施設等ユニバーサルデ

ザイン指針」を策定し、ユニバーサルデザインの観点に立った公共施設等の整備を進め

ました。 

いのち・人権・人格の尊重や思いやりの心を具体化するユニバーサルデザインの

考え方に基づき、年齢や性別、障がいの有無などに関係なく一人ひとりが大切にさ

れ、持てる力を十分に発揮できるユニバーサルデザインに彩られた ともに生きる社

会の形成を目指し、特に次に掲げる施策に取り組みます。 

Ⅰ ユニバーサルデザインに彩られた ともに生きる社会の形成 
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○ シンボル指標の動向 
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注 ：目標値は、法令による職の指定及び機関の指定のある委員を除き、女性の割合が 40%を下
回らないこと（男女いずれも 40%を下回らないこと） 

出典：地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況調査（内
閣府） 

【状況】 
委員の構成は適任者の有無等により変動しますが、任用に当たっては「審議会等へ

の女性の登用促進要綱」に基づく事前協議を徹底しており、今後とも女性委員数は増
加していくと考えられます。 

【状況】 
後期高齢者人口の増加に伴い、要支援・要介護認定者数の増加が見込まれますが、

市町村が行う介護予防事業等に対する支援や高齢者の健康・生きがいづくり事業等に
より、健康寿命の延伸を図っていきます。 

注 ：介護保険第１号被保険者のうち要介護（要支援）認定者以外の者の割合 
出典：介護保険事業状況報告（厚生労働省） 
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注 ：「障がい者全体」は、公共職業安定所に登録している障がい者のうち就業者の数 
全国順位は、就業者千人当たりに占める身体障がい者の比率による順位 

出典：障害者職業紹介状況（福島労働局） 

【状況】 
働く障がい者は増加傾向にあることに加え、障害者自立支援法の施行もあり、今後

とも増加するものと思われます。 

１：男性も女性もいきいきと暮らし、働くことができると感じる県民の割合 
２：高齢者が生きがいを持ち、安心して暮らすことができると感じる県民の割合 
３：子どもが虐待を受けずに、安心して暮らすことができると感じる県民の割合 
４：障がい者が自立し、地域で安心して暮らすことができると感じる県民の割合 
注：アンケート調査において「感じる・やや感じる」を選んだ県民の割合（以下同じ） 

【状況】 
項目１（男女共同参画）に関しては下がった後に回復している状況にありますが、

その他の項目においては、いずれも数値が低下している傾向にあります。年金等社会
保障制度の今後に対する不安や児童虐待事案の発生、障害者自立支援法施行（平成 18
年度）に伴う制度変更などがその背景にあるものと考えられます。 
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○ 今後の課題 

 「県の審議会等の女性委員等の割合」については、順調に推移しており、「就業してい

る障がい者数」についても年度別目標値には達していませんが上昇している状況になって

います。ただし、「健康で元気な高齢者の割合」は横ばいに留まっているほか、県民意識

調査項目については男女共同参画の項目を除き、右下がりの傾向となっています。 

「男女共同参画社会の形成」に関しては、県・市町村職員等の管理職における割合の改

善が進んでいないなど（平成 16 年：6.4%→平成 19 年：6.5％）、職場における女性の参画

が十分進んでいない状況があります。 

「豊かな長寿社会の実現」に関しては、希望すれば 65 歳まで働くことが出来る企業が

増加（平成 16 年:21.3%→平成 19 年：39.6%）する一方、シルバー人材センターの会員数

が減少（平成 16 年:15,526 人→平成 19 年：14,842 人）するなどのライフスタイルの変化、

並びに増加する軽度の要介護者や要支援者への対応が課題となっています。 

「子どもや障がい者にやさしい社会づくり」に関しては、児童相談所相談受付件数が高

い水準で推移（平成 16 年：5,339 件→平成 19 年：5,622 件）するなど引き続き充実した対

応が必要となっているほか、未だ不安定な状態が続く障害者自立支援法への対応が求めら

れています。 

「ともに生きる社会の環境づくり」に関しては、本県の総人口は減少しているものの、

高齢者人口は増加し、外国人登録者数も微増となっていることから、ユニバーサルデザイ

ンの考え方に基づく社会環境づくりを進めていく必要があります。 
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○ 施策及び主な取組み 

 １ 保健・医療・福祉が充実した共生社会づくり 

   福島県立医科大学附属病院に救命救急センターを整備するとともに、ドクターヘリを

導入し救急医療の充実を図りました。また、「へき地医療支援機構」の設立や奨学金の

創設などを通じ、へき地医療の充実を図りました。さらに、平成 19 年度に「県中児童相

談所」を設置するなど、児童相談体制の強化を図りました。 

 ２ 防災・防犯対策等が充実した地域社会づくり 

   民間団体や市町村等が行う地域安全活動に支援を行うととともに、民間被害者支援団

体である社団法人ふくしま被害者支援センターの設立・運営支援を行いました。また、

民間建築物や公共施設の耐震対策として、民間木造住宅への支援や県有建築物、緊急物

資輸送路の橋梁等の耐震診断、耐震補強を進めました。さらに総合的な安全管理の観点

から平成 19 年度よりリスク管理の取組みを全庁的に実施しました。 

 ３ 安全・安心が確保された消費社会づくり 

   平成 20 年度から多重債務者対策として庁内外の関係機関との連携体制を構築すると

ともに、県相談窓口の設置や市町村窓口の強化支援を行いました。また、消費者行政の

体制強化を図るため、消費生活課を設置しました。さらに、食品安全対策として、県産

農畜産物のトレーサビリティシステムの構築に向けた支援を行いました。 

 ４ 安全・安心を支える交流と連携の推進 

   人と人、地域と地域のつながりを構築するため、県内や県外で地域間交流ネットワー

ク会議を開催しました。また、二地域交流事業等を通じ、国内における広域的な交流・

連携を推進しました。 
 

へき地における医師不足、大規模災害の発生、これまでになかったような事件・

事故の多発等、さまざまな分野で不安が広がっていることから、県民の安全・安心

が確保される社会の形成を目指し、県民との情報の共有化に努めるとともに、総合

的な安全管理という新たな視点を加え、特に次に掲げる施策に取り組みます。 

Ⅱ 安全で安心な社会の形成 
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○ シンボル指標の動向 
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【状況】 
死亡者数は減少しているものの、死亡者に占める高齢者の割合が増加していること

から、高齢人口の増加を考慮すると依然として予断を許さない状況にあります。 

注 ：順位については、人口 10 万人当たりの死亡者数が少ない方からの順位 
出典：交通事故統計年報（警察庁） 

【状況】 
県民の身近で発生する街頭犯罪等を抑止する対策として、組織体制や街頭警察活動

の強化を図るとともに、また、地域住民の自主防犯意識の向上・防犯ボランティア等
と一体となった犯罪抑止活動を推進した結果、平成 14 年をピークに減少傾向をたどり、
平成 19 年まで 5 年連続減少しています。 

注 ：順位については、人口千人当たりの件数が少ない方からの順位 
出典：犯罪統計書（警察庁） 
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【状況】 
「いじめ」については平成 18 年度調査より基準を見直した結果、件数が大幅に増加
していますが、発生率は全国的には低い水準となっています。「暴力行為」、「不登
校」は一貫して右下がりでしたが、平成 18 年度は増加しました。不登校は中学 1 年生
で増えていることから、小学校と中学校の接続に課題があると考えられます。 

注 ：「いじめ」の順位については、公立小中高校・特殊教育諸学校の児童・生徒千人当たりの
件数が少ない方からの順位 
「暴力行為」の順位については、公立小中高校の児童・生徒千人当たりの件数が少ない方
からの順位 
「不登校」の順位については、国・公・私立の小中学校の児童・生徒千人当たりの件数が
少ない方からの順位 

出典：問題行動等調査（文部科学省） 
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○ 今後の課題 

 「交通事故死亡者数」「犯罪発生件数」については減少していますが、「いじめ・暴力

行為・不登校の件数」は平成 18 年度に悪化しています。いじめについては調査基準が変

更された点が大きく影響していますが、発生率は全国的に低い水準に留まっています。「自

殺者数」については、平成 19 年では前年より改善したものの、一貫して増加傾向にあり

ました。 

注 ：順位については、人口 10 万人当たりの自殺者数が少ない方からの順位 
出典：人口動態統計月報年計の概況 

１：保健・医療・福祉が充実し、安心して暮らすことができると感じる県民の割合 
２：災害・犯罪などの不安を感じないで安心して暮らすことができると感じる県民の割合 
３：商品の表示への不安や個人情報が漏れる不安を感じないで安心して買い物などができる 

と感じる県民の割合 

【状況】 
項目 2（災害・犯罪）に関しては下がった後に回復している状況にありますが、その

他の項目においては、いずれも数値が低下している傾向にあります。特に、項目 1（保
健・医療・福祉）に関しては、この 3 年間で 8 ポイント下落しています。医師不足等
の問題が大きく影響していることが窺われます。 

【状況】 
平成 12 年以降、増加傾向にありましたが、平成 19 年では減少しています。ただし、

社会的状況は必ずしも良好になっているとは言い難い状況にあることから、うつ病対
策といった精神保健的な対策だけではなく、社会的経済的な視点も含めた包括的な取
組みが必要になっています。 
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「保健・医療・福祉が充実した共生社会づくり」に関しては、医師の絶対数が不足して

いるほか、小児科・産婦人科などの特定診療科における医師不足が深刻化していることか

ら、その対応が求められています。また、高水準で推移する自殺者数に歯止めをかけるこ

とが必要になっています。 

「防災・防犯が充実した社会づくり」に関しては、新潟県中越沖地震や岩手・宮城内陸

地震が発生し県内に被害を与えたほか、今後、発生の危険性が高い宮城県沖地震など震災

等への対応が今まで以上に求められています。また、交通事故及び防犯に関するシンボル

指標（「交通事故死亡者数」「犯罪発生件数」）は減少傾向にあるものの、子どもや高齢

者が被害者となる事故や犯罪が後を絶たないことから、少子高齢化が加速する中にあって

その対応が必要となっています。 

「安全・安心が確保された消費社会づくり」に関しては、多重債務者対策や消費者の保

護など、引き続き安全・安心の確保が求められています。また、県産農産物の安全性を確

保し、消費者の信頼を高めるためには、県産農畜産物のトレーサビリティシステムの導入

を一層促進するとともに、農業者自らが生産工程を管理する GAP（農業生産工程管理）手

法の導入を進める必要があります。 

「安全・安心を支える交流と連携の推進」に関しては、自治体間の連携・交流ばかりで

なく、民間団体同士の連携・交流も重要となっていますが、連携等の契機となる情報が不

足している状況にあります。また、高齢化等により集落等の機能低下が指摘されているこ

とから、地域コミュニティの維持形成のための支援を行っていくことが必要となっていま

す。 
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○ 施策及び主な取組み 

 １ 豊かな自然環境の未来世代への継承 

   「うつくしま『水との共生』プラン」を平成 18 年度に策定し、治水、利水及び環境保

全を含めた総合的な水管理を推進したほか、猪苗代湖・裏磐梯湖沼群の環境保全に努め

てきました。また、本県が働きかけを行っていた尾瀬地域の単独国立公園化が平成 19 年

度に実現しました。このほか、平成 18 年度に導入した森林環境税を活用し、県民参画の

森づくりを推進しました。 

 ２ 環境にやさしいライフスタイルの実現 

   平成 19 年度には「地球温暖化防止の環境・エネルギー戦略」を策定し、部局横断的に

取組みを進めるとともに、「ふくしま地球温暖化対策推進本部」を設置し、体制整備を

図りました。また、平成 18 年度から地球温暖化防止のための「福島議定書」締結の取組

みを小学校を対象に実施し、平成 19 年度においては、その対象を小学校・中学校・高等

学校・特別支援学校に拡大しました。さらに、新エネルギー導入促進を図るための産学

官による新エネルギー導入推進連絡会を設置したほか、率先導入、普及啓発、導入支援

等を実施しました。このほか、ごみの減量化を図るため、普及啓発を行うとともに、産

業廃棄物税を活用し、減量化・リサイクル化を進める取組みを支援しました。 

 ３ 豊かな自然や美しい景観の利活用と環境に配慮した事業の展開 

   美しい景観を生かした地域づくりを進めるため、景観アドバイザーの派遣や優良景観

形成住民協定の認定等を通じ、県民の自主的な景観づくりを支援しました。また、平成

18 年度より導入した産業廃棄物税を活用し、産業廃棄物の排出抑制、減量化、産業廃棄

物の適正処理に関する取組みを行いました。また、エコファーマーの育成や有機・特別

栽培の普及拡大、たい肥等の地域の有機性資源の循環利用促進など「環境と共生する農

業」の推進を図りました。 

 

環境は貴重な資源であり、環境を守ることは未来世代からの信託であるという考

えに立って、美しい景観の保全や環境への負荷の少ない循環型社会の形成を目指し、

特に次に掲げる施策に取り組みます。 

Ⅲ 循環型社会の形成 
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○ シンボル指標の動向 
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注 ：順位については、少ない方からの順位 
出典：公共用水域水質測定結果（環境省） 

【状況】 
平成 16 年度以降、COD 値が悪化したほか、平成 18 年度においては大腸菌群が環境

基準を超過したことからランキング対象外となりました。県においては猪苗代湖の水
環境保全の各般の取組みを行ってきましたが、事態の悪化を受け、平成 19 年度より、
関係団体等連絡会議を開催するなど、地元住民、団体、行政機関が連携して取組みを
推進することとしました。 

注 ：順位については、少ない方からの順位 
出典：一般廃棄物処理実態調査（環境省） 

【状況】 
平成 14～16 年度までは減少傾向にありましたが、平成 17 年度以降は微増にあるこ

とから、「ごみ減量化・リサイクル」キャンペーンや事業系一般廃棄物の排出抑制の
取組みを強化し、排出量の減少に努めていきます。 
（ ）内の数値は平成 17 年度より環境省においてごみの排出量の算定方法を改めた

ことによる数値であり、全国との比較を行う場合はこの数値を用いることとしていま
す。 
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出典：一般廃棄物処理実態調査（環境省） 

【状況】 
平成 18 年までは微増に留まっており、厳しい状況にはあるものの、平成 18 年度か

らは県内全市町村で容器包装廃棄物の全種類の分別収集がなされ、ごみの排出量削減
対策と相まって、3R（リデュース、リユース、リサイクル）を推進する機運が盛り上
がっていることなどから、リサイクル率の向上が期待されます。 

注 ：順位については少ない方からの順位 
出典：「電気事業便覧」（電気事業連合会統計委員会）

【状況】 
県民の省エネルギー意識は年々高まっていると考えられますが、昨今の気候変動（猛

暑、厳冬）やオール電化住宅の増加(平成 17 年:19.9%、平成 19 年:36.3%)など、電力使
用量が増加している傾向にあります。 
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○ 今後の課題 

 「猪苗代湖の COD（化学的酸素要求量）値」については悪化した上、大腸菌群の検出に

より全国 1 位からランキング対象外となりました。また、「一般廃棄物の県民一人一日当

たりの排出量」については増加傾向にあり、同「リサイクル率」についても微増に留まっ

ています。また、「一般家庭等における年間電力使用量」は酷暑・厳冬などの気候変化や

オール電化住宅の普及に伴い、増加傾向にあります。県民意識調査においては、省エネル

ギーや廃棄物の項目に関しては若干悪化していますが、自然環境に関する項目は改善して

います。 

「豊かな自然環境の未来世代への継承」に関しては、近年、温暖化や集中豪雨の増加傾

向等が見られるようになっていることから、健全な水循環を未来へ継承するため、総合的

な水管理のさらなる推進が必要です。また、水質保全に努めてきた猪苗代湖が湖水の中性

化が影響し、水質全国 1 位からランキング対象外へ転落したことから、従来にも増した取

組みが必要となっています。また、尾瀬地域が単独国立公園化したことから、保護と適正

な利用のさらなる推進が必要になっています。さらに、温暖化防止の観点からも森林整備

の一層の推進が必要となっています。 

「環境にやさしいライフスタイルの実現」に関しては、一般廃棄物の県民一日一人当た

りの量・リサイクル率が期待どおりには改善しないほか、電力使用量も増加傾向にありま

す。地球温暖化の問題が深刻化している中にあって、温暖化、環境問題はより重要となっ

ており、様々な分野での取組みを強化していく必要があります。 

「豊かな自然や美しい景観の利活用と環境に配慮した事業の展開」に関しては、環境意

識の高まりを受けて、環境と共生した農業を実現するため、有機特別栽培やエコファーマ

ー等の取組みの一層の拡大を図るとともに、たい肥や食品残さ等の有機資源の活用を促進

していく必要があります。 

１：自然環境がよい状態で継承されていると感じる県民の割合 
２：省エネルギーやリサイクルなどが積極的に行われていると感じる県民の割合 
３：廃棄物が適正に処理されるなど環境に配慮した産業活動が行われていると感じる県民 

の割合 
４：本県の豊かな自然や美しい景観などが地域の宝として活用されていると感じる県民の 

割合 

【状況】 
項目 1（自然環境の継承）に関しては 3 年間で 4 ポイント、項目 4（自然や景観の活

用）は 1 ポイント伸びています。項目 2（省エネルギー）、項目 3（廃棄物）に関して
は微減の傾向にあります。自然環境に関しては良好に推移していることが窺われます。 
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○ 施策及び主な取組み 

 １ 世界を視野に入れた産業の育成 

   次世代医療産業集積プロジェクトを通じ、医療産業の集積を進めてきたほか、新たに

設立した協議会等の活動により、輸送用機械関連産業、半導体関連産業の集積に取り組

んできました。また、ハイテクプラザを核とした研究、技術移転に取り組むとともに、

地元大学の協力を得て、本県製造業の中核を担う人材育成のための研修事業等を展開し

ました。 

 ２ 多様で広域的な交流・連携 

   上海事務所を設置するとともに、上海におけるアンテナショップ「福島 GALLERY」

を開設し、経済交流を図りました。また、中国・韓国等をターゲットにしたプロモーシ

ョン活動を実施し、外国人の県内宿泊者数が過去最高の 10 万人を突破したほか、航空会

社等への訪問活動を通じ、台湾や香港等からのチャーター便が増加しました。また、地

域の宝の発掘等を通じ、体験・交流型観光の促進を図りました。交流・連携のための基

盤整備として、国道 289 号甲子道路等の縦横 6 本の連携軸の整備を進めました。 

 ３ 地域内経済循環の活性化と地域の宝を生かした産業づくり 

   地産地消に積極的に取り組んでいる県内の物販店・飲食店を「ふるさと恵みの店」に

指定しＰＲするなど地産地消に取り組みました。また、本県の広大な県土や多様な地域

特性を生かした農林水産物の生産振興を進めるとともに、首都圏等においてトップセー

ルスにより福島県の農林水産物の魅力発信を行ったほか、福島県ブランド認証制度委員

会を設置し、日本酒、牛肉、みそ等を認証するとともに、その PR を行うなど、農林水

産物をはじめとする県産品のブランド化構築を推進しました。 

 ４ 地域が主役の活気にあふれたまちづくりの推進 

   「福島県商業まちづくり推進条例」を制定し、小売商業施設の適正配置を推進すると

ともに、歩いて暮らせるまちづくり社会実験を県内 4 市（福島市、郡山市、会津若松市、

いわき市）で実施したほか、商店街の拠点整備に対する支援を行いました。また、地域

の公共交通のあり方を考える「地域公共交通会議」を設置するとともに、生活交通対策

事業を実施する市町村に支援を行いました。このほか、地域密着型の新しいビジネス（地

域ビジネス）の創生を目指す団体等の支援を行いました。 

 ５ 雇用の創出と多様な就業機会の確保 

   戦略的企業誘致補助金を創設するとともに、トップセールスによる企業誘致活動を実

施し、平成 18 年、19 年の工場立地件数はそれぞれ 100 件に達しました。また、高校生

を対象としたインターンシップを実施したほか、ニート自立支援のための相談窓口の設

置やセミナーを開催し、就職支援を行いました。 

世界を視野に入れた産業の育成や地域の宝を生かした産業づくりを進め、活力あ

る個性豊かな地域社会の形成を目指し、特に次に掲げる施策に取り組みます。 

Ⅳ 活力ある個性豊かな社会の形成 
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○ シンボル指標の動向 
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注 ：「土地取得」は、製造業等の工場又は事業場を新・増設する目的で取得（借地を含 
む）された面積 1,000 ㎡以上の用地の件数 

   「届出」は、福島県工業開発条例に基づく敷地面積 1,000 ㎡以上の工場の新・増設 
に係る届出の件数 

出典：工場立地動向調査（経済産業省）、工場立地状況について（企業立地課調（暦年）） 

【状況】 
企業アンケートの回答を取りまとめた土地取得の件数（経済産業省：工場立地動向

調査）については、右肩上がりの傾向にあります。一方、届け出に基づく工場立地件
数については、平成 15 年以降増加傾向が続き、近年では目標の 100 件に達する状況に
なっています。 
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注 ：県内で生産された農林水産物が全て県民に供給されると仮定して算出 
出典：我が国の食料自給率（農林水産省） 

【状況】 
当指標については、80%台前半で推移している状況にありますが、国全体の自給率が

低下し、食料の安定的な確保に対する国民の関心が高まっています。今後とも、生産
と消費の両面から取り組んでいくことが必要になっています。 

出典：労働市場年報（福島労働局）

【状況】 
景気の回復傾向を受け、有効求人倍率も改善傾向にありますが、今後は原油高等に

よる経営環境の悪化により、企業の採用動向に影響が生じることが懸念されます。 
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○ 今後の課題 

 「工場立地件数」「有効求人倍率」については、ここ数年順調に推移していますが、今

後は原油高等による経営環境の悪化により、企業の設備投資動向や企業の採用動向に影響

が生じることが懸念されます。また、「カロリーベースの県内食料自給率」はここ数年 80%

前半の推移に留まる状況にあることから、今後とも、自給率の向上に努めていく必要があ

ります。県民意識調査では、概ね微減又は横ばいで推移していますが、雇用に関する項目

が、他の項目と比較し低い水準であり、有効求人倍率は改善しているものの、希望する職

種への雇用という点を含めて雇用が確保されているとの実感が高まるまでには至ってい

ないことが窺われます。 

「世界を視野に入れた産業の育成」に関しては、本県が中長期的にわたる活力の維持・

発展を目指すうえで、産業集積が重要であることから、中小企業の基盤強化や企業誘致を

進めていく必要があるほか、県内に立地した企業のフォローアップを行い企業立地におけ

る本県の魅力を高めていく必要があります。また、産業集積を図る上で、産業基盤を支え

る人材が重要であることから、産学官が連携し、高度な人材の育成に取り組んでいく必要

があります。 

「多様で広域的な交流・連携」に関しては、日本国内の人口が減少していく中で、地域

間競争が厳しくなっているほか、日々多様化するニーズに対応していくため、観光客の受

け入れ体制の整備やブロードバンドサービスの提供エリアの拡大など、交流拡大に向けた

環境整備を進めるとともに、本県の豊かな地域資源を生かした新たな魅力を創造し、国内

外からの観光誘客を推進していく必要があります。 

１：本県の産業やそれを支える人材が経済の国際化・グローバル化に対応していると感じる 
県民の割合 

２：県内外のさまざまな地域の人々と多様で活発な交流があると感じる県民の割合 
３：地域の宝（資源・特長）を生かした産業の振興が図られていると感じる県民の割合 
４：地域が主体となったまちづくりが行われ、まちに活気が出ていると感じる県民の割合 
５：雇用が確保され、ライフスタイルに合ったさまざまな形の仕事につくことができると感 

じる県民の割合 

【状況】 
項目 4（まちづくり）については平成 18 年度に伸びていますが、どの項目も概ね横

ばい、微減の状況となっています。各項目の中でも、項目 5（雇用）については、大幅
に低い数値となっています。 
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「地域内経済循環の活性化と地域の宝を生かした産業づくり」に関しては、今後とも地

域特性を生かした農林水産業の生産振興を図るとともに、地産地消や食育の取組みを推進

する必要があります。また、本県の多種多様な地域資源を生かした取組みが重要であるこ

とから、県内関係機関と協力しながら、県内中小企業の経営革新や技術力の向上を図ると

ともに、農商工が連携し、農林水産物をはじめとした県産品の開発支援、首都圏・東アジ

ア市場等での販路拡大、全国的な知名度向上などに取り組んでいく必要があります。 

「地域が主役の活気にあふれたまちづくりの推進」に関しては、市町村と連携しながら

商業まちづくり推進条例が目指す小売商業施設の適正な配置を進めるとともに、市町村の

商業まちづくり基本構想の策定を支援するほか、持続可能な歩いて暮らせるまちづくりの

実現に向け、より効果的な施策の展開が必要となっています。また、地域の実情にあった

交通システムを構築し、移動手段の確保を図る必要があります。 

「雇用の創出と多様な就業機会の確保」に関しては、工場立地件数の増加や有効求人倍

率の増加など、全般的に改善の傾向にありますが、意識調査の結果を踏まえると、未だ厳

しい状況にあることが窺われます。地域間で企業誘致競争が激化し、かつ景気動向も不透

明な中にあることから、引き続き、県内に多様な雇用の場を創出する取組みを進めるとと

もに、若者の県内誘導、県内定着を促進していく必要があります。 

 

56



 

 

 

 

 

 

○ 施策及び主な取組み 

 １ 多様な主体の参加と連携による地域づくり 

   各種研修及び情報提供等により、ボランティアや NPO の育成支援を行うとともに、平

成 18 年度に「ふくしま協働推進アクションプログラム」を策定し、県と NPO との協働

推進を図ってきました。また、第Ⅲ期県民運動に取り組んだほか、平成 20 年度から新“

うつくしま、ふくしま。”県民運動「100 年後も･･･ いきいき ふくしま うつくしま」

がスタートしました。このほか、平成 19 年度より声楽アンサンブルコンテスト全国大会

を開催するなど文化やスポーツの振興に取り組みました。 

 ２ ユニバーサルデザインや超学際的な取組みの推進 

   「ふくしま型ユニバーサルデザイン実践行動計画」を策定し、ユニバーサルデザイン

の考え方の一層の推進を図るとともに、「ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指

針」を策定し、ハード面でもユニバーサルデザインの推進を図りました。また、産学民

官連携による超学際的な取組みの推進のため、公募による調査研究事業を実施しました。 

 

○ シンボル指標の動向 
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出典：NPO 法人認証状況（文化振興課）

【状況】 
NPO 法人数は順調に増加しており、平成 18 年度末で目標値を達成しています。 

国、県、市町村、住民という中央集権的な流れを逆転し、地域や住民から出発し

一人ひとりの住民が主役となる参加と連携による地域づくりを推進するため、特に

次に掲げる施策に取り組みます。 

Ⅴ 参加と連携による地域づくり 
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○ 今後の課題 

 「県が認証した NPO 法人数」については、平成 18 年度において目標値を達成するなど

順調に推移していますが、「国民体育大会の全国順位」は横ばいで推移し、意識調査項目

については年々上昇しているものの、値として低い状況が継続しています。 

「多様な主体の参加と連携による地域づくり」に関しては、少子高齢化の進行やライフ

スタイルの変化など社会状況が大きく変化する中で、住民のニーズが多様化、複雑化して

おり、その中で適切な対応を図っていく上では、県民・NPO との協働は引き続き重要な課

題と考えられます。また、人口が減少していく中にあって、地域の活力や魅力を高めるた

め、文化、スポーツの一層の振興が必要となっています。 

「ユニバーサルデザインや超学際的な取組みの推進」に関しては、ユニバーサルデザイ

ンの実践者が主体的な活動を展開するための環境づくりなどの活動ネットワーク形成の

支援を強化していく必要があるほか、超学際的な取組みについては、各地域の実践的取組

みを支援できる体制を整える必要があります。 

出典：国体天皇杯順位（（財）日本体育協会）

【状況】 
秋田県が平成 19 年の開催直後であることから、ブロック予選通過が厳しいことが

予測されますが、重点的な強化を図ることで、目標の 10 位台を目指します。 

地域住民や NPO などが主役となった地域づくりが活発に行われていると感じる県民の割合 

【状況】年々上昇していますが、値としては低い状況が継続しています。 
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○ 施策及び主な取組み 

 １ 安心して子どもを生み育てることができる社会の実現 

   社会全体での子育て支援を推進するため、企業の協力を得て子育て応援パスポート（愛

称：ファミたんカード）のサービスを提供するとともに、子育て支援に取り組んでいる

中小企業に無利子の運転資金の融資を行いました。また、町村の創意工夫による次世代

育成支援事業に対して交付金により支援を行ったほか、子育て親子の交流等を促進する

子育て支援の拠点施設への支援、就学児童を対象とした放課後児童クラブ、放課後子ど

も教室への支援を行いました。このほか、児童虐待対策の体制強化、若者の就職支援な

どを行いました。 

 ２ 人口減少に対応した仕組みづくり 

   戦略的企業誘致補助金の創設、トップセールスの実施などを通じて、積極的な企業誘

致を行い雇用の場の確保に努めました。また、グリーン・ツーリズムなどの体験・交流

型観光を促進するとともに、団塊の世代を対象に定住・二地域居住の誘導を行いました。

このほか、結婚、子育てを契機に離職した女性を対象とした再就職支援などを実施しま

した。 

 ３ 未来を担う人づくり 

   第５次福島県長期教育総合計画を平成 13 年に策定し、平成 18 年に見直しを行いなが

ら、各種の取組みを行ってきました。小中学校における 30 人程度の少人数学級編成を行

うとともに、IT を活用した人材育成事業を実施しました。また、双葉地区教育構想を策

定し、日本サッカー協会の人材育成プログラム等との連携を軸にした連携型中高一貫教

育により、国際的な人材の育成に取り組みました。このほか、平成 20 年度に全国生涯学

習フェスティバルを本県で開催するなど、一人一人が生涯を通じ、学ぶことが出来る環

境整備に取り組んできました。 

 

予測を超えて進行する少子化や県内人口の減少への対応と過疎・中山間地域の対

策は、県政上極めて重要な課題であることから、緊急課題として位置づけ、重点的

に取り組みます。 

少子高齢化が急速に進行しており、社会経済のあらゆる分野に大きな影響を及ぼ

すことが懸念されています。このことから、子育て支援など次代を拓く仕組みづく

りのための総合的な対策を講じていきます。 

Ⅵ 緊急課題への対応 

Ⅵ－Ⅰ 子育て支援など時代を拓く仕組みづくり 
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○ シンボル指標の動向 
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出典：学校基本調査（文部科学省）

【状況】 
景気回復により県外からの求人が多いことから、ここ数年 80%台で推移しています。
なお、県内事業所への就職率は、県内事業所からの求人数や生徒の希望する職種の 

求人に大きく影響される面があります。 
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【状況】 
「いじめ」については平成 18 年度調査より基準を見直した結果、件数は大幅に増加

したものの、発生率は全国的には依然として低い水準に留まっています。「暴力行為」
「不登校」は一貫して右下がりでしたが、平成 18 年度は増加しました。不登校は中学
1 年生で増えていることから、小学校と中学校の接続に課題があると考えられます。 

 

注 ：「いじめ」の順位については、公立小中高校・特殊教育諸学校の児童・生徒千人当たりの
件数が少ない方からの順位 

   「暴力行為」の順位については、公立小中高校の児童・生徒千人当たりの件数が少ない方
からの順位 

   「不登校」の順位については、国・公・私立の小中学校の児童・生徒千人当たりの件数が
少ない方からの順位 

出典：問題行動等調査（文部科学省） 

出典：人口動態統計月報年計の概況（保健福祉部）

【状況】 
ここ数年は 1.49 で推移していますが、数値が上がっている県があり、平成 18 年度か

ら本県順位が下がっています。 

61



23.5
17.0 20.216.7 15.1 15.0 

23.2
14.2

19.4

0

20

40

60

80

100

1 2 3

単位（％）
意識調査項目（モニタリング指標） H17 H18 H19

 
 

 

 

 

 

○ 今後の課題 

 「新規高卒者の県内就職率」については、県外企業からの求人が増えていることなどが

影響し、横ばいで推移しており、県内就職率の向上が引き続き課題となっています。また、

「いじめ・暴力行為・不登校の件数」は平成 18 年度に悪化しています。大きく増加した

「いじめ」の件数については調査基準が変更された点が大きく影響してはおりますが、児

童生徒の抱える問題が多様化していることから、引き続き対応が必要と考えられます。モ

ニタリング指標である「合計特殊出生率」は本県の数値は 1.49 のまま横ばいですが、他県

の数値が上がったことにより、本県順位が下がっています。このほか、意識調査項目の子

育て環境や子どもの成長に関する項目については、ほぼ横ばいで推移していますが、交流

人口に関しては、右下がりとなっています。 

「安心して子どもを生み育てることができる社会の実現」に関しては、平成 16 年にお

ける子育てに関する意識調査では、理想の子どもの数は 2 人以上と考える県民が 9 割近く

いる一方、合計特殊出生率は横ばいであり、希望と実際の子どもの数にギャップがあるこ

とが窺われます。地域における子育て支援機能の充実や仕事と生活の調和を進めるなど、

安心して子どもを生み育てることができる社会づくりを進めていく必要があります。 

「人口減少に対応した仕組みづくり」に関しては、人口減少社会において活力を維持し

ていくためには、より多くの者が社会を支える側に回るとともに、一人一人の能力を高め

ることによって、生産性を向上させていくことが必要となっています。引き続き、企業誘

致等による雇用の確保を進めていくとともに、若者の県内就職、県内定着を進める必要が

あるほか、仕事と家庭の両立支援により子育て中の女性が就業を継続できる環境づくりが

必要となっています。 

「未来を担う人づくり」に関しては、地域に根ざした魅力ある教育を実現するために、

学校だけでなく保護者や地域社会と連携・協力し、地域全体で児童生徒を育てるための取

組みが必要となっています。また、少人数教育については、その効果をさらに高めていく

ために、指導方法の改善などを引き続き図っていく必要があります。 

１：安心して子供を生み、育てることができると感じる県民の割合 
２：他の地域からの住民の受け入れや交流人口などが増加していると感じる県民の割合 
３：子供たちが夢と希望を持ち、心豊かに成長できると感じる県民の割合 
【状況】 
 項目 1（子育て環境）、項目 3（子どもの成長）に関する項目は平成 18 年度に
低下しているものの、概ね横ばいで推移しています。一方、項目 2（交流人口）に
ついては、右下がりで推移しています。 
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○ 施策及び主な取組み 

 １ 地域の価値の継承者づくり 

   地域体験活動・ボランティアセンター事業における地域センターを県内 7 方部に設置

し、市町村と協力しながら、学校や地域における子どもたちの体験活動、ボランティア

活動を推進しました。このほか、団塊の世代を中心に本県への定住・二地域居住を推進

しました。 

 ２ 地域を支える安全で安心なくらしづくり 

   情報通信基盤の整備を図るため、携帯電話の鉄塔整備を支援するとともに、ブロード

バンドの整備支援を行いました。また、へき地医療の充実を図るため、「福島県へき地

医療支援機構」を設置するとともに、医師確保、修学資金貸与等の取組みを行いました。

さらに、ドクターヘリを導入し、救急医療の充実を図りました。このほか、生活交通対

策事業を実施している市町村に対して、その経費支援を行いました。 

 ３ 地域の宝を生かした産業づくり 

   地域特性に応じた収益性の高い農林水産業経営を確立するために、県オリジナル品種

を活用した地域特産作物の生産振興や加工品開発による農林水産物の高付加価値化等を

進めてきました。また、地域資源を活用した体験・交流型観光や都市と農村の交流を促

進するため、グリーン・ツーリズムの取組み拡大や旅行商品の開発に助成を行ったほか、

地域資源を活用した体験・交流型観光を促進するため、旅行商品の開発に助成を行いま

した。さらに、県、市町村、民間が一体となった「うつくしま観光誘客プロモーション

事業」を実施しました。このほか、過疎・中山間地域における建設業の農業分野進出を

支援しました。 

 ４ 柔軟で効果的な施策の推進 

   「地域づくり総合支援事業」により、地域のニーズに柔軟に対応した結果、地域住民

主体の取組みが進みつつあります。また、中山間地域等直接支払制度の活用により適切

な農業生産活動を継続し、多面的機能の維持・保全を図りました。このほか、南会津地

域で e－ラーニングや通信教育を活用した学習サポート事業を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

過疎・中山間地域は、県土の保全、水源のかん養、災害の防止等の多面的かつ公

益的な機能を発揮していますが、高齢化や耕作放棄地の拡大などの問題が極めて深

刻な状況となっています。 

このため、地域の実情を踏まえた過疎・中山間地域対策を総合的に講じていきま

す。 

Ⅵ－Ⅱ 過疎・中山間地域対策 
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○ シンボル指標の状況 
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注 ：過疎地域の世帯数に占める通話可能世帯数の割合 
出典：携帯電話通話不能エリア調査（情報政策課） 

【状況】 
国庫補助事業及び県単独補助事業を効果的に活用し鉄塔の整備を図ったことで、平

成 19 年度において目標値を達成しています。 

注 ：県内のグリーン・ツーリズムインストラクターが受け入れた体験者数 
出典：インストラクター調査（観光交流課） 

【状況】 
団塊世代の農村回帰志向や児童生徒の食育の必要性の高まりなど、グリーン・ツー

リズムへの需要は堅調なものがあり、今後も緩やかな上昇傾向で推移するものと考え
られます。 
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○ 今後の課題 

 「過疎地域の携帯電話世帯カバー率」については、平成 19 年度において目標値を達成

していますが、今なお要望が上がっている状況にあります。また、グリーン・ツーリズム

の交流人口については、緩やかな上昇傾向で推移しており、意識調査項目のうち地域の宝

の継承については、微増の傾向にありますが、その他の項目については若干微減となって

います。 

「地域の価値の継承者づくり」に関しては、過疎地域等では、少子高齢化や人口減少が

一層深刻化し、地域の担い手が不足しつつあることから、地域における人材育成の重要性

はますます増加している状況にあります。豊かな自然、文化、歴史といった地域の価値の

継承者を育てることは、地域そのものの維持・存続につながっていくと同時に、観光の振

興、地域間交流の促進、地域文化の振興等につながるものであるため、引き続き取り組ん

でいく必要があります。 

「地域を支える安全で安心なくらしづくり」に関しては、携帯電話の鉄塔整備が進みつ

つありますが、昨今ではブロードバンド環境の整備に関する要望が増えています。また、

へき地医療の充実を図ってきていますが、医師確保等は今なお困難であることから、引き

続き実施していく必要があります。このほか、地域の実情にあった生活交通システムを構

築し、移動手段の確保を図っていく必要があります。 

「地域の宝を生かした産業づくり」に関しては、今後も地域特性を生かした収益性の高

い農畜産経営を推進するとともに、定年帰農者等の就農促進などを含め、中山間地域にお

ける農林水産業の担い手の確保を図ることが必要です。さらに、増加傾向が続く耕作放棄

地の解消や発生防止を図るため、地域ぐるみでの有効活用の取組みを推進する必要があり

ます。このほか、体験・交流型観光は、地域経済に大きな効果をもたらす裾野の広い産業

であると同時に、交流人口の拡大を図る上で極めて有効な方策であることから、今後は滞

在型から、定住・二地域居住につながる施策の展開を積極的に推進していく必要がありま

す。 

１：過疎・中山間地域で自然・文化・歴史など地域の宝が受け継がれていると感じる県民 
の割合 

２：過疎・中山間地域で安全・安心に暮らすことができると感じる県民の割合 
３：過疎・中山間地域で地域の宝（資源・特長）を生かした交流などが増え、地域が活性 

化していると感じる県民の割合 

【状況】 
 項目 1（地域の宝の継承）に関しては、微増の傾向にありますが、その他の項目につ
いては若干微減となっています。 
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「柔軟で効果的な施策の推進」に関しては、核となっている地域づくりサポート事業に

ついては、より地域の実情にあった制度としていく必要があるほか、中山間地域等直接支

払制度などにより、自立的かつ継続的な農業生産活動を定着させ、担い手の育成や集落営

農の確立等の体制整備に向けた取組みを一層推進していく必要があります。過疎地域等の

状況が深刻化している現況を考慮すると、今後も各地域の実情に柔軟に対応した取組みを

継続していくことが必要と考えられます。 
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２ 基本施策体系 

（１）基本施策体系の概要 

「21 世紀の『ふくしま』のイメ

ージに示された「人」「くらし」「産

業」「環境」を基本施策体系の柱と

し、その将来イメージの実現をそ

れぞれの柱の目標としています。

そして、「人」と「地域」を支える

ものとして補項目に位置づけた

「基盤」を含めた 5 つの柱に沿っ

て、県の施策を総合的・体系的に

示しています。 
 
 
 
 
① ともに学び、ともに育つ教育の推進のために  
② 創造性と個性豊かな多様な人材の育成のために 
③ 意欲に応じた生涯学習機会の充実のために 
④ 人を育む多様な基盤の形成のために 

 
 
 
① ともに生きる社会の形成のために 
② ゆとりと豊かさに満ちた多彩なくらしの展開のために  
③ 生涯にわたる健康なくらしの確保のために 
④ 安全が確保され、安心できるくらしの実現のために  
⑤ くらしを支える多様な基盤の形成のために 

 
 
 
① 活力ある農林水産業の持続的発展のために 
② 創造的事業活動の促進と未来を拓く新産業の創出のために 
③ 経済環境の変化に柔軟に対応した産業活動の展開のために 
④ 本県の特性を生かした交流型産業の振興のために  
⑤ 産業を支える多様な基盤の形成のために  

 
 
 

多様で主体性を持った個性が躍動し、その能力を十分に発揮できる 

「ふくしま」 

【補項目】基盤（６項目） 

 

人 

（
４
中
項
目
） 

く
ら
し
（
５
中
項
目
） 

 

産
業
（
５
中
項
目
） 

 
環
境
（
４
中
項
目
） 

人 

くらしの豊かさをより積極的に味わうことのできるゆとりある「ふくしま」 くらし

新しい時代にふさわしい創造的で活力ある産業が展開する「ふくしま」 産業 
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① 環境への負荷の少ない循環型社会の形成のために  
② 人と自然の共生の確保のために 
③ 地球環境保全への積極的な取組みの推進のために  
④ 環境との共生を支える多様な基盤の形成のために  

 
 
 
① “うつくしま、ふくしま。”県民運動の推進  
② 高度情報社会の構築に向けた基盤整備 
③ 広域交流を支える交通ネットワークの形成 
④ 特定地域の活性化 
⑤ 安定的な水供給、エネルギー関連施策の推進  
⑥ 総合的な土地対策の推進 

 
（２）点検の方法 

 基本施策体系の 107 の小項目ごとに、事業評価における施策総合評価表、及び事業

評価を行わない項目にあっては「『うつくしま２１』基本施策体系（小項目）点検調書」

を関係部局において作成し、提出のあった資料を基に、とりまとめ部局が 24 の中項目

単位で集約し、全項目についてとりまとめを行いました。【資料編参照】  
 
（３）点検結果 

 中項目ごとに整理した「主な取組み実績」「今後に向けた課題」について、主な内容

を以下に紹介します。 
 
 

① ともに学び、ともに育つ教育の推進のために 

 （主な取組み） 

   障がいのある子どもが障がいのない子どもと共に学ぶ環境を整備するため、介

助員の配置や障がい用教材の貸与等、学校生活を円滑にするための支援を実施し

ました。 
 （今後の課題） 

   障がいをもつ子ども一人ひとりに応じたきめ細やかな対応ができるよう、市町

村と連携を図る必要があります。 
② 創造性と個性豊かな多様な人材の育成のために 

（主な取組み） 

青少年を取り巻く有害環境への対策として、青少年健全育成条例の適正な運用

やメディアリテラシー育成事業の推進を図りました。 

自然と共生する地球にやさしい「ふくしま」 環境 

人と地域を支える基盤 基盤 

１ 多様で主体性を持った個性が躍動し、その能力を十分に発揮できる「ふくしま」
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（今後の課題） 

インターネット等による有害情報から青少年を保護するためには、地域・家庭・

学校が一体となって有害環境対策に取組む必要があります。  
③ 意欲に応じた生涯学習機会の充実のために 

（主な取組み） 

  NPO との協働による主催講座（夢まなびと講座）の開催、インターネット配信

講座（ｅ－夢・まなびと）の配信や県内 7 地域ごとの地域講座を開催しました。 
（今後の課題） 

  学校・社会教育施設、民間教育機関、NPO 等各種団体等、様々な学習機会提供

機関との連携を強化し、県内における学習機会の地域間格差を縮小させるため、

広域学習圏ネットワークの構築を進める必要があります。 
④ 人を育む多様な基盤の形成のために 

（主な取組み） 

   医科大学において、大学院看護学研究科、大学院医学研究科を設置したほか、

平成 20 年 4 月から医学部の入学定員を 15 名増員しました。また、会津大学では、

学科の統合や新学部カリキュラムを導入するとともに、国内外で活躍できる IT ス

ペシャリストを育成するための専攻を大学院に新設しました。  
（今後の課題） 

   県立大学については、法人化に伴って設定した中期計画や、県からの運営費交

付金のルール等について、平成 20 年度に見直しを検討することとしています。  
 
 

① ともに生きる社会の形成のために 

（主な取組み） 

   高校生を対象とした男女共同参画に関する副読本を作成、配付し、全校活用に

向けた取組みを行うことにより、ジェンダーにとらわれない男女平等教育の推進

を図りました。 
（今後の課題） 

いまだ男女共同参画社会が実現されたとは言えず、引き続き制度の整備及び意

識の醸成に努め、男女共同参画の推進を強化する必要があります。  
② ゆとりと豊かさに満ちた多彩なくらしの展開のために 

（主な取組み） 

平成 19 年度に、声楽アンサンブルコンテスト全国大会開催事業及び文化振興に

よる地域活性化推進事業など、本県の地域特性を活用した事業を実施しました。 
（今後の課題） 

ライフスタイルの多様化に対応し、本県の地域文化等の情報を効果的に発信・

提供しながら、個性あふれる地域文化を創造するとともに、誰もが気軽にスポー

ツ・レクリエーションに親しむことができる機会と場の充実を図る必要がありま

す。 
③ 生涯にわたる健康なくらしの確保のために 

２ くらしの豊かさをより積極的に味わうことのできるゆとりある「ふくしま」 
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（主な取組み） 

救急医療体制の充実を図るため、医大附属病院に救命救急センターを整備する

とともに、ドクターヘリを導入しました。 
（今後の課題） 

「一次予防」の徹底による生活習慣病対策をさらに推進していくとともに、広

大な県土をカバーする医療体制の確保のため、医療機関との役割分担や連携をさ

らに推し進める必要があります。 
④ 安全が確保され、安心できるくらしの実現のために 

（主な取組み） 

県総合防災訓練を毎年実施しているほか、平成 18 年 3 月には福島県民等保護計

画を策定しました。 
（今後の課題） 

消防・救急業務の高度化への対応とともに、地域防災の要となる消防団員数の

増加を図る必要があります。 
⑤ くらしを支える多様な基盤の形成のために 

（主な取組み） 

自然災害から県民の生活と財産を守るため、治水対策や海岸保全対策、土砂災

害対策、治山対策などを実施することにより、災害に強い安全な県土の形成に努

めています。 
（今後の課題） 

公共事業の実施にあたっては、既存ストックの活用などコスト縮減に取り組む

とともに、さらなる重点化・効率化を図り、投資効果の早期発現に努める必要が

あります。 
 
 

① 活力ある農林水産業の持続的発展のために 

（主な取組み） 

稲作に過度に依存しない生産構造の実現による持続可能な本県農業の振興を図

るため、平成 18 年 9 月に策定した「ふくしま食・農再生戦略」及び平成 19 年 12
月に策定した「ふくしま水田農業改革実践プログラム」に基づき、園芸産地の育

成強化、自給飼料の生産拡大による畜産振興を積極的に進めています。  
また、漁業者が（財）栽培漁業協会にヒラメ種苗 100 万尾の生産を委託し、継

続して放流しています。 
（今後の課題） 

認定農業者は増加していますが、全体として農業従事者の減少と高齢化が進ん

でいることから、認定農業者、集落営農、法人、企業など多様な担い手による生

産体制の確立を図る必要があります。 
② 創造的事業活動の促進と未来を拓く新産業の創出のために 

（主な取組み） 

３ 新しい時代にふさわしい創造的で活力ある産業が展開する「ふくしま」 
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産業立地・集積の促進としては、輸送用関連企業の受発注拡大や技術力強化の

ために、「福島県輸送用機械関連産業協議会」を設立しました。また、県内企業の

技術力向上と取引拡大を促進するため、「福島県半導体関連産業協議会」を設立し

ました。 
（今後の課題） 

産業立地・集積の促進としては、補助金上限額の引上げなど、自治体間の企業

誘致競争が激しくなっていることから、より戦略的な誘致施策を講じていくこと

が求められています。 
③ 経済環境の変化に柔軟に対応した産業活動の展開のために 

（主な取組み） 

地域資源を生かした産業の振興としては、「福島県ブランド認証制度委員会」を

設置し、選りすぐりの県内産品をブランド認証産品として認証しました。  
（今後の課題） 

地域資源を生かした産業振興を進めていくためには、多様な県産農林水産物を

活用した商品開発や、県産品の高付加価値・ブランド化を推進し、市場競争力を

高めていくことが重要です。 
④ 本県の特性を生かした交流型産業の振興のために 

（主な取組み） 

中国・韓国をターゲットとした観光プロモーション活動の実施などにより、平

成 19 年の外国人宿泊者数は 10 万人を突破し過去最高となりました。 
（今後の課題） 

多様化する観光客のニーズに対応した体験型旅行商品を提供していく必要があ

ります。 
⑤ 産業を支える多様な基盤の形成のために 

（主な取組み） 

地域産業の発展を支える人材育成を図るため、郡山・会津・浜の各高等技術専

門校において、高校卒業者等を対象とした 2 年間の教育訓練や企業在職者等を対

象とした短期間の教育訓練を実施しました。  
（今後の課題） 

人口減少社会にあって、労働者一人ひとりの生産性の向上を図っていくととも

に、将来を担う人材を育成する仕組みづくりが必要であります。  
 
 

① 環境への負荷の少ない循環型社会の形成のために 

（主な取組み） 

猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例を制定し、流域の水環

境の保全を積極的に推進しています。 
（今後の課題） 

平成 18 年度、大腸菌群数の増加により、猪苗代湖が水質日本一からランク外と

なったため、原因を究明し、水質を改善していく必要があります。  

４ 自然と共生する地球にやさしい「ふくしま」 
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② 人と自然の共生の確保のために 

（主な取組み） 

平成 18 年度から森林環境税を導入し、水源区域の森林整備の推進、森林環境学

習の推進など、「県民参画による森林づくり」を進めるとともに、森林環境税の一

部を市町村に交付し、里山の森林整備や小中学校での森林環境学習など、地域の

実情に応じたきめ細やかな森林づくりを行っています。  
（今後の課題） 

  より多くの県民の参画を得ながら、森林づくりを進めていく必要があります。  
③ 地球環境保全への積極的な取組みの推進のために 

（主な取組み） 

平成 10 年度に策定した地球温暖化対策推進計画を、より実情に応じた実効性の

ある対策を推進するため、平成 17 年度に改訂しました。 
（今後の課題） 

温室効果ガス排出量の増加は、民生部門において高い伸び率を示していること

から、民生部門における対策が重要です。 
④ 環境との共生を支える多様な基盤の形成のために 

（主な取組み） 

｢福島県全県域下水道化構想｣に基づいた流域下水道事業や市町村が実施する公

共下水道事業への支援、また、「福島県下水汚泥処理総合計画」に基づいた広域下

水汚泥処理事業を実施しています。 
（今後の課題） 

法改正以前に設置された環境負荷が大きい単独浄化槽を生活排水も処理する浄

化槽へ転換していく必要があります。 
 

 

① “うつくしま、ふくしま。”県民運動の推進 

（主な取組み） 

平成 13 年（7 月 7 日～9 月 30 日）に須賀川市において、「美しい空間、美しい

時間」をテーマに、21 世紀の豊かなくらし、人間的でゆとりあるくらしについて

考える博覧会として、「うつくしま未来博」を開催しました。  
（今後の課題） 

地域を活性化するには、そこに住む人たちが地域に誇りと愛着を持ち、地域づ

くりに積極的に参加することが重要であり、また、市民活動団体、企業、行政等

が地域の課題を共有し、相互に連携・協働して、真の住民自治を確立していくこ

とが必要です。 
② 高度情報社会の構築に向けた基盤整備 

（主な取組み） 

  県民の満足度向上や簡素で効率的な行政運営実現のため、「福島県オンライン利 

用促進計画」を策定し、オンライン化された手続について一層の利用促進を図っ

ています。 

５ 人と地域を支える基盤 
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（今後の課題） 

   情報システムの整備を進めるとともに、さらに県民の利便性の向上や行政事務

の効率化の観点から高い効果を見込める手続等について、重点的にオンライン利

用を促進する必要があります。 
③ 広域交流を支える交通ネットワークの形成 

（主な取組み） 

七つの生活圏相互の連絡強化のため、常磐自動車道や磐越自動車道の 4 車線化、

追加 IC など、高速交通体系の整備促進を図っています。 
（今後の課題） 

交通ネットワークの実現のためには、公共事業のさらなる重点化・効率化を図

るとともに投資効果の早期発現に努める必要があります。 
④ 特定地域の活性化 

（主な取組み） 

中山間地域の活性化については、住民参加による活力ある農村づくりを促進し、

併せて定住の促進、県土・環境の保全を図るため、地域特性を活かした特産物の

生産振興や農業生産基盤及び農村生活環境基盤の整備を実施しました。  
（今後の課題） 

中山間地域の活性化については、整備した施設等の有効活用を含め、地域の資

源を活用した特色ある農林水産業の展開や観光業等との融合化を図る必要がある

とともに、地域住民自らの発想による取組みを支援する必要があります。  
⑤ 安定的な水供給、エネルギー関連施策の推進 

（主な取組み） 

電源地域の広域的・恒久的振興を図るため、㈶福島県電源地域振興財団等を通

じて、「原子力等立地地域振興支援事業」等の地域振興事業を実施しています。 
（今後の課題） 

電源地域の市町村等が行う地域振興策が真に地域の振興に寄与し、効率的な事

業展開が図れるように市町村の立場に立った事業を検討する必要があります。  
⑥ 総合的な土地対策の推進 

（主な取組み） 

「地域で進める総合的な土地利用計画」策定のあり方等について、総合計画審

議会に設置した検討部会において調査・研究し、住民による土地利用計画策定を

通じて抽出された様々な課題の解決策等の検討を行い、住民主体の土地利用計画

を策定しました。 
（今後の課題） 

国土利用計画（市町村計画）が未策定または目標年次を経過している市町村に

対して、その策定・改定について積極的に助言し、総合的かつ計画的な土地利用

の推進を図る必要があります。 
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Ⅳ 地域構想 

 

１ 地域構想の概要 

地域構想では、地域づくりの基本的考え方として、「地域づくりの基本目標」、「２１世紀

の地域づくりの視点」、「地域区分」及び「相互連携による生活圏の展開戦略」を示すとと

もに、他県との連携や地域相互の連携（「広域連携」）の必要性、視点、具体的な広域連携

施策の展開方向を明らかにしています。さらに「地域別構想」では、地域住民、市町村と

県が連携しつつ、地域特性を生かした魅力あふれる地域づくりを進めるための共通指針と

して、七つの生活圏ごとの特性や課題を踏まえたそれぞれの将来像や基本的発展方向を明

らかにしています。 

 

○ 地域づくりの基本目標 

 

 

 

  「県づくりの理念」に基づいて、県民、市町村等と県が一体となって地域づくりに取り

組む際の「２１世紀の地域のイメージ」として、この目標を掲げています。 

 

・ ふるさととしての自信や誇りに満ち、自ら輝くことができる地域の形成をめざしま

す。 

・ 大交流の時代をリードする地域の形成をめざします。 

 

○ ２１世紀の地域づくりの視点 

・ 地理的優位性を生かした地域づくり 

・ 交流型社会に対応する地域づくり 

・ 新しい時代のモデルとなる独自の発想に基づく地域づくり 

・ 分権型社会における地域づくり 

・ 本格的な少子・高齢社会を見据えた地域づくり 

・ 「うつくしま未来博」をとおした地域づくり 

 

○ 地域区分 

   これまで諸機能の集積が図られてきた南北方向の縦軸と今後多様な交流を担っていく

横軸との結節点を、引き続き本県の地域づくりの基本となる七つの生活圏としてとらえ、

それぞれの生活圏において、都市と農山村の機能分担と連携によって、教育、文化、医

療、商業等の生活機能を整備するとともに、各生活圏と連携を強め、この計画の基本目

標に即して「調和のとれた七つの生活圏づくり」を進めます。 

   また、七つの生活圏を基本としつつ、生活圏相互の重層的な関わりや、準生活圏の

存在に着目しながら、より県民生活の実態に即した取組みを進めます。 

 

一人ひとりの参加で個性を磨く、魅力あふれるふるさと「ふくしま」 
－ 多極ネットワークの新たな展開 － 
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  ・ 縦軸 北東国土軸を形成する中通り軸、会津軸、浜通り軸 

  ・ 横軸 北東国土軸と日本海国土軸をつなぐ横断道軸、北部軸、南部軸 

  ・ 準生活圏 七つの生活圏の中で、より日常的なつながりや行政的なつながりの強

い圏域を準生活圏ととらえます。 

 

 

２ 点検の方法 

・ 相互連携  各地方振興局から地域別構想総点検用として提出のあった資料の中から

相互連携に関連すると思われる内容を抽出して、取りまとめを行いました。 

・ 広域連携  担当課から提出のあった資料を基に、取りまとめを行いました。 

 ・ 地域別構想 各地方振興局から提出のあった資料を基に、取りまとめを行いました。 

 

  主な内容について、以下に記載します。詳細については、資料編を参照してください。 

 

 

３ 点検結果 

（１）相互連携による生活圏の展開戦略 

   七つの生活圏相互の連携・機能補完など、広域的、重層的な視点から取り組む生活圏

の主要な展開戦略を示しています。 

 

○ 県北・県中・県南地域を包括する圏域（中通り軸産業国際交流ゾーン） 

  （主な取組み） 

・ 田村西部工業団地・白河複合型拠点について、企業誘致懇談会等を開催し、企業

誘致を積極的に進め、産業拠点としての整備を進めました。田村西部工業団地にお

いて、8 社の分譲実績があったほか、１社と立地協定を締結しました。また、「工業

の森・新白河」において 4 社、「新白河ビジネスパーク」においては 6 社の分譲実績

がありました。 

  （今後の課題） 

・ 福島大学をはじめとする高等教育機関と地元企業、行政との連携を進め、共通の

課題に関する共同研究等が促進されるよう環境整備を図る必要があります。 

・ 平成 20 年 2 月に国から同意を得た企業立地促進法の県中地域基本計画に基づき、

「人と社会の未来を拓くゆとり・豊かさ創造型の産業」の集積を目指し、産業基盤

の整備、人材の育成と確保、技術支援に努めるとともに企業誘致等に係るワンスト

ップサービス体制の構築に努める必要があります。 

・ 首都圏に隣接し、高速交通網が整備されているなど、この地域の優位性を最大限

に発揮した企業誘致活動について、より積極的に展開していく必要があります。 
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○ 会津・南会津・県南地域を包括する圏域（会津軸・南部軸広域交流ゾーン） 

  （主な取組み） 

・ 各地域においてグリーン・ツーリズムに取り組み、都市と農村の交流や体験・滞

在型観光の拠点整備を進めました。 

  （今後の課題） 

・ 外国人観光客が安心して楽しめるように、外国語案内板設置や多言語マップの作

成、海外観光客受入セミナーの実施を行いました。外国人観光客は年々増えており、

特に外国人のスキー客が増加傾向にあることから、受入体制や観光ルートの整備を

図る必要があります。 

・ 新「歳時記の郷・奥会津」活性化事業や「２１世紀ＦＩＴ構想」など、南会津地

域を越えた地域との連携を強化・構築することにより、個性的な地域づくりと、広

域的な地域間交流を図る必要があります。 

 

○ いわき・相双地域を包括する圏域（東日本沿岸中核都市ゾーン・大エネルギー定住

ゾーン） 

  （主な取組み） 

・ いわき四倉中核工業団地については、企業誘致促進協議会による積極的な誘致活

動が実施され、平成 18 年 4 月の第 1 期区域分譲開始以来、6 社が譲渡契約を締結し

ました。 

  （今後の課題） 

・ 企業立地促進法に基づく「相双地域基本計画」の具体化を図り、輸送用機械関連

産業、半導体・太陽光発電関連産業等の企業立地を促進する必要があります。 

・ いわき四倉中核工業団地への企業誘致の促進を図る必要があります。 

・ 積極的なポートセールスを展開するとともに、港湾サービス機能の充実及び港湾

施設の整備を進め、小名浜港の利用促進を図る必要があります。 

 

 

（２）広域連携 

  多様で複雑な地域課題を解決していくために、県内外を問わず隣接地域が協力・協調

して、豊かで活力ある地域づくりを進めるものです。 

 

○ ２１世紀ＦＩＴ構想 

  （主な取組み） 

・ ＦＩＴ交流・二地域居住シンポジウムの実施 

・ ＦＩＴ交流・二地域居住促進モデル地区実証実験助成事業の実施 

・ 広域観光交流推進事業の実施 

（構想・事業の総括、課題） 

・ これまで、ハード事業を中心とする先導的な交流拠点の整備を進めながら、県境

を越えて連携、交流を図ってきたところです。 
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しかしながら、現構想を取り巻く諸情勢が著しく変化してきていることなどから、

新ＦＩＴ構想を策定し、平成 21 年度から推進していきます。 

 

○ 郡山地域高度技術産業集積活性化計画 

  （主な取組み） 

・ 重点 4 分野（「情報通信関連分野」、「医療福祉関連分野」、「環境関連分野」、

「新製造技術関連分野」を中心とした新事業・新産業の創出に資する事業 

・ 「郡山地域テクノポリスものづくりインキュベーションセンター」を拠点に日本

大学工学部等と連携した交流事業、技術開発研究会・起業化研究会事業 

・ ＩＴ化を推進するため、「郡山地域ニューメディア・コミュニティ事業推進協議

会」と連携した、ＩＴ関連人材育成事業・情報産業支援事業 

（構想・事業の総括、課題） 

・ 製造業を中心とした産業集積が進む郡山地域において、日本大学工学部等の研究

シーズなどの知的資源を活用した産学官連携の一層の推進等により、新事業創出が

促進されており、今後も引き続き取り組む必要があります。 

 

○ 新「歳時記の郷・奥会津」活性化事業 

  （主な取組み） 

・ 美しい環境保全事業、広域交流・観光ＰＲ事業、自然・文化の大回廊整備事業 

（構想・事業の総括、課題） 

・ 「歳時記の郷・奥会津」新千年期構想の構想期間が平成 21 年度までであるので、

只見川電源流域振興協議会の新たな振興計画策定について支援するとともに、必要

に応じて事業の検証・見直しを行う予定となっています。 

 

 

（３）地域別構想 

   七つの生活圏ごとに、その将来像や基本的発展方向、主要な施策を示しています。 

 

○ 県北地域 

  （主な取組み） 

・ 平成 17 年 4 月の福島大学理工学群共生システム理工学類学生の受入開始、平成

18 年 4 月の福島学院大学福島駅前キャンパス開設に続き、平成 19 年 4 月には福島

学院大学に大学院（臨床心理学研究科）が新設されました。高等教育機関の高い集

積を生かし、各大学において一般市民を対象にした公開講座等が実施されるととも

に、総合的に県民に学習機会を提供する県民カレッジ「まなびとオリオン講座」を

開催しました。 

・ 平成 20 年 1 月に公立大学法人福島県立医科大学附属病院において救命救急セン

ターが開設されるとともに、ドクターヘリの運航が開始されました。 
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（今後の課題） 

・ 福島大学をはじめとする高等教育機関と地元企業、行政との連携を進め、共通の

課題に関する共同研究等が促進されるようさらに環境整備を図る必要があります。 

・ 高度医療や地域医療等、時代のニーズに応える医師等の養成や高度救急医療、が

ん診療等より高度で専門的な医療サービスの提供に向け福島県立医科大学の機能充

実を進める必要があります。 

・ そのほか、関連産業の裾野が広く需要創出や市場規模の拡大が見込まれる産業を

集積していくとともに、南東北三県における企業間ネットワークの形成を図ってい

く必要があります。 

 

○ 県中地域 

  （主な取組み） 

・ 本県農業技術の一層の高度化、及び多様な消費者ニーズに対応できる技術開発の

促進と普及の拠点となる農業総合センター本部は、平成 18 年 4 月に開所し、技術

開発・研究の促進と地域農業支援の拠点施設として、試験研究や農業者への技術支

援の強化に努めたほか、開放施設（交流棟、展示農園等）を活用して消費者や子ど

も達へ農業の魅力や重要性を伝えました。 

・ 福島空港における航空貨物取扱を促進するため、荷主企業等を訪問してＰＲを行

うとともに、関西国際空港経由による輸出入を促進する「福島空港と関西国際空港

との航空物流にする共同ビジョン」を発表しました。また、平成 19 年度の国際航

空貨物取扱量は 7 年ぶりに 100 トンを上回り、119.7 トンとなりました。 

 

（今後の課題） 

・ これまでに県で育成したオリジナル品種等の活用や有機・特別栽培による環境と

共生する農業を一層推進することにより、県中地方の特色ある産地形成を促進する

必要があります。 

・ 福島空港の定期路線等の維持・拡大に努めるとともに、あぶくま高原道路などの

道路網の整備を進めることで、地域資源の連携を強化し、広域観光の推進を図って

いく必要があります。 

・ そのほか、企業立地促進法の県中地域基本計画に基づき、「人と社会の未来を拓

くゆとり・豊かさ創造型の産業」の集積を目指し、産業基盤の整備、人材の育成と

確保、技術支援に努めるとともに企業誘致等に係るワンストップサービス体制の構

築に努める必要があります。 

 

○ 県南地域 

 （主な取組み） 

・ 「工業の森・新白河」においては 4 社、「新白河ビジネスパーク」においては 6

社の分譲実績がありました。 

・ 国道 289 号の交通不能区間については、国土交通省の直轄権限代行事業により、
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平成 18 年度までに甲子トンネルが貫通し、平成 20 年 9 月に開通する予定です。ま

た、幅員狭小、線形不良等の緩和を図るため、高清水バイパス工区について、平成

20 年度完成を目指して事業を推進しています。 

 

（今後の課題） 

・ 首都圏に隣接し、高速交通網が整備されているなど、この地域の優位性を最大限

に発揮した企業誘致活動について、より積極的に展開していく必要があります。 

・ 県土の南部軸である国道 289 号や地域連携の軸となる国道 118 号、349 号などの

幹線道路の整備について、他の一般国道及び主要地方道とともに計画的に進めてい

く必要があります。 

・ そのほか、市町村や民間との連携はもとより、南部軸としての南会津・いわき地

方、更にはＦＩＴ圏域との連携による広域観光の展開や農林業体験等を通じた都市

との交流を促進し、定住・二地域居住や地域コミュニティの活性化に取り組む必要

があります。 

 

○ 会津地域 

  （主な取組み） 

・ 平成19年6月に施行された企業立地促進法に基づき、会津地域における産業集積

の形成、活性化に向け策定した「会津地域基本計画」の推進を支援するとともに、

産業振興フォーラムを開催し、企業、大学、行政機関の連携促進を図りました。 

・ 県立会津総合病院と県立喜多方病院を統合し、専門特化した高機能の病院として

新たに整備する会津統合病院（仮称）については、基本設計及び造成設計が終了し、

造成工事に着手するとともに、病院内の運営システム構築等の検討を行いました。 

 

（今後の課題） 

・ 会津大学における産学連携の取組み、ハイテクプラザ会津若松技術支援センター

における地域産業の技術開発力強化の支援について、引き続き取り組む必要があり

ます。 

・ へき地医療や救急医療などを担う中核病院として、会津統合病院（仮称）整備の

基本構想・基本計画を決定し、事業に着手しましたが、今後も引き続き取り組む必

要があります。 

・ そのほか、園芸作物や畜産との複合経営を積極的に推進し、農業産出額の増加を

図り、耕作放棄地の解消を推進するとともに、外国人観光客が安心して楽しめるよ

うに、受入体制や観光ルートの整備を図る必要があります。 

 

○ 南会津地域 

  （主な取組み） 

・ 南会津地域の園芸作物のなかで販売額 1 位となっている南郷トマトの栽培につい

て、南郷トマト生産組合員全員がエコファーマーを収得し、消費者に信頼される産

地として、環境にやさしい取組みを推進しています。 
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・ 県立南会津病院について、整形外科や小児科等の医師を確保し診療体制の充実を

図るとともに、医療機能の拡充に努めました。 

 

（今後の課題） 

・ 南会津の地域特性を生かした農産物の生産拡大や無農薬栽培などの環境にやさし

い農林業の推進による地域の農林業に対するイメージの向上を図るとともに、生産、

製造、加工及び販売の産業間連携による「6 次産業」の形成に努め、地域経済の活

性化及び雇用確保を図っていく必要があります。 

・ 医師の確保など地域医療体制の確保・充実を図るとともに、ドクターヘリ等を活

用した救急医療体制の整備・充実を図る必要があります。 

・ そのほか、豊かな自然環境などの地域資源や首都圏と直結した地域の生活環境の

魅力をアピールするとともに、移住希望者の雇用確保に努めるなど移住者が生活し

やすい受入態勢を整備することにより、ＵＩターン、定住・二地域居住を推進する

必要があります。 

 

○ 相双地域 

  （主な取組み） 

・ 相馬中核工業団地への生産機能の集積と雇用機会の創出を図るため、企業誘致推

進協議会等と連携して企業立地セミナーや誘致企業等懇談会を開催するなど、相馬

中核工業団地等へ立地促進に努めた結果、企業立地が進展し、分譲率が 92.5％に達

しました。 

・ 地域づくり総合支援事業（サポート事業）による松川浦ガイドブック編集など地

域振興事業等に対する支援、森林環境基金交付金により各市町村の小中学校で森林

環境学習が実施されたほか、森林づくりボランティア団体への活動支援等により、

県民が参画する森林づくりを推進しました。 

 

（今後の課題） 

・ 電源立地地域の特性や常磐自動車道・相馬港などの交通・輸送基盤を生かし、宮

城県南部なども視野に入れた産業の集積と高度化を促進する必要があります。 

・ 海岸背後地の農作物を潮害から守り、また、潤いのある海岸環境の保全を図るた

め、松くい虫対策など海岸林の整備を進める必要があります。 

・ そのほか、平成 26 年度における常磐自動車道の全線開通を見据え、その効果を

地域活性化に最大限に生かしていくため、地域有識者から提言のあった「相双地域

活性化ビジョン」の具体化に向け、関係機関等が一体となって、延伸の波及効果を

生かした地域振興に取り組んでいく必要があります。 

 

○ いわき地域 

  （主な取組み） 

・ いわき四倉中核工業団地の整備については、平成 18 年 4 月に第一期区域が分譲

開始となり、6 社が譲渡契約を締結しました。 
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・ 集客効果のある賑わい空間の創出のため、倉庫群改修工事等を進め、1 号棟の外

部設備工事及び２号棟の改修工事が完了するとともに、駐車場も完成し、平成 20

年 4 月、小名浜さんかく倉庫 1、2 号棟がオープンしました。 

 

（今後の課題） 

・ いわき四倉中核工業団地への企業誘致の促進を図る必要があります。 

・ 小名浜さんかく倉庫 2 号棟において、中山間地域の魅力をＰＲするイベントを実

施し、広域的な交流の促進を図る必要があります。 

・ そのほか、多核分散型の地域構造を生かし、それぞれの地区が有する地域資源を

生かした個性ある地域づくりを進めるとともに、生活・交流の基盤となる交通体系

の整備を進め、各地区の機能の強化と連携を図り、多彩で魅力にあふれる生活圏づ

くりを進めていくことが期待されています。 
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Ⅴ 今後の政策課題 

 

 

１ 政策課題の検討に際して 

 平成 12 年 12 月に策定した「うつくしま２１」がスタートしてから、時代潮流も変化して

きており、「人口減少、少子・超高齢社会の到来」、「食料・エネルギー問題の顕在化」、

「地球温暖化問題をはじめとする環境問題の深刻化」などの問題は、昨今、顕在化かつ深刻

化しています。また、「うつくしま２１」の指標において、概ね順調に推移しているものの、

十分な進捗が図られていない指標が一部に見られるなど、変化する時代潮流への対応が必要

となっています。 

 

２ 早急に対応が必要な時代潮流の変化 

 「Ⅱ １『うつくしま２１』策定後における時代潮流の変化」において、福島県を取り巻

く環境の変化を記載しましたが、いずれも対応が必要な内容となっています。今後の政策課

題を整理するにあたって、以下に、改めて主要な内容を記載します。 

 

（１）人口減少、少子・超高齢社会への対応 

 「うつくしま２１」策定時の予測を上回る速度で人口減少が進んでいます。 

本県における人口減少の背景としては、本県の人口構成が逆ピラミッドに変ってきてお

り、自然増減数の減少が避けられない人口構造となっていること、さらには合計特殊出生

率の低下もあり、自然減が進んでいる状況にあるほか、若年層の首都圏等への流出が進行

しており、社会減も進んでいる状況にあることが挙げられます。 

特に、若年層の県外流出については、本県の様々な産業、さらには社会保障を支える生

産年齢人口の減少につながるとともに、子どもを生み育てる世代が流出することでもある

ことから、本県における重要な課題と考えられます。 

また、長期的な人口減少は避けられないと見られることから、人口減少社会に対応した

県づくりが必要となっています。 

 

（２）食料、資源・エネルギー問題への対応 

 世界全体では発展途上国を中心に人口が増加し、食料の需要が増加しています。ここ数

年の動向として、飼料や食品の原料となるトウモロコシや小麦等の大幅な価格上昇によっ

て、県内産業、県民生活に大きな影響が生じており、今後もその拡大が懸念されています。

世界的な食料需給バランスの不安定化、我が国における食料自給率の低下、輸入食品の安

全性への問題意識の高まりなどから、農業が見直されつつあります。 

また、中国やインド等の経済発展によって、資源・エネルギーの需要増加等を背景に、

原油、鉄鉱石等の価格が上昇し、県内産業、県民生活に大きな影響を与えています。 

これらの食料、資源・エネルギー問題への対応が本県においても必要となっています。 
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（３）地球温暖化をはじめとする環境問題への対応 

気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change、IPCC）の第

4 次評価報告書において、世界の平均気温の上昇の傾向、それに伴い気候変動が指摘され、

その原因として、人間の活動によって排出される二酸化炭素等の温室効果ガスの増加が指

摘されています。また、国内でも農業分野における温暖化の影響が報告されているほか、

本県においても、年平均気温が上昇傾向にあるなど、地球温暖化の影響が身近な問題とし

て顕在化しています。 

 

（４）安全・安心に対する意識の高まりへの対応 

国内ではここ数年来、東北地方や北陸地方を震源とする地震が続いており、住民の防災

に対する意識は大きく高まっています。また、食品の産地偽装の多発、外国産食品による

健康被害、鳥インフルエンザの発生など、食品や健康に対する意識も高まっています。 

84



 

 

 

３ 今後の主な政策課題 

今後の政策課題については、時代潮流の変化を含めた基本構想、基本計画、地域構想の点

検結果等を踏まえて、これまで以上に対応が必要な事項として、主に以下の点が挙げられま

す。 

 

 
 
 人口減少、少子・高齢化が進行する状況においては、社会を支える人の減少により、地域

の活力低下が大きく懸念されています。人口減少社会に対する適切な対応により、地域の活

力を維持、向上していくことが求められています。 

１ 県内への人材誘導（就業機会の充実、就業環境の整備など） 
２ 県内産業の強化（農林水産業の再生、付加価値の高い産業集積、人材育成など） 

３ 過疎・中山間地域対策（活力の確保、情報格差対策など） 
４ 交流の促進（交流人口の拡大、定住・二地域居住の推進、交通ネットワークの確保など） 

 
 
 医師不足や大規模な地震の発生などにより、県民の安全・安心に対する意識は高まってき

ています。安全で安心して暮らすことができる環境は、本県の基盤となることから、その確

保に努めていく必要があります。 

１ 地域医療の確保（医師の確保、医療提供体制の充実など） 

２ 健康で長生きできる環境づくり（健康寿命の延伸など） 

３ ともに生きる環境づくり（高齢者福祉・障がい者福祉の充実など） 

４ 防災・防犯対策等の推進、消費者問題への対応（耐震対策など） 

 
 
 地球温暖化や資源・エネルギー等の問題は、国境を越え、私たちの問題にもなりつつあり

ます。本県の恵み豊かな自然環境を将来の世代に引き継いでいくため、ライフスタイルの転

換を図り、地球的視点に立って環境の保護、エネルギー対策に取り組んでいく必要がありま

す。 

１ 低炭素社会の実現のための環境・エネルギー対策（省資源・省エネ対策、新エネ推進など） 

２ 自然環境の継承（自然環境の保全、環境と共生した農業の推進など） 

 
 
 人づくり、地域づくりは、県づくりの基本であり、人口減少が予測されている中で、活力

のある県づくりを進めていくために、未来を見据えて、人づくりや地域づくりを進めていく

必要があります。 

１ 次代を担う人づくり（子育て支援、教育環境の整備など） 

２ 温かい地域社会の継承（開かれた温かい地域社会の継承など） 

３ 文化・スポーツの振興（文化・スポーツの振興による地域づくりなど） 

Ⅰ 地域の活力維持・向上 

Ⅱ 安全・安心の確保 

Ⅲ 地球的視点に立った環境の保護、エネルギー対策 

Ⅳ 人づくり・地域づくり 
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 ４ 今後の政策課題への対応にあたって 

（１） 県民、民間団体、市町村、県などさまざまな主体による県づくり 

今後の政策課題に対応するためには、情報の共有を進めながら、県民、民間団体、市町

村などさまざまな主体の力を結集していく必要があります。特に県民参画で取り組む課題

については、県民運動を通して県民とともに対応していくことが重要と考えられます。 

 

（２） 限られた財源の効果的な活用 

現在、地方自治体の財政状況は、地方交付税の削減などにより、厳しい局面を迎えてい

ます。そのような中にあって、県民の負託に応えていくためには、既存の資源を極力有効

活用しながら、重点的な取組みを行うなど、限られた財源を効果的に活用していく必要が

あります。 

 

（３） 広域的な取組みの推進 

本県は、東北地方と首都圏との結節点に位置していることなどから、これまでも観光や

産業集積等の面で近隣の県との間で広域的な連携を進めてきましたが、経済のグローバル

化や人口減少の進展に対応した付加価値の高い産業集積や新たな市場開拓、将来発生が懸

念される自然災害への対策を行う必要性等から、今後さらに近隣県等との間での広域的な

連携を重視していく必要があります。 

また、県内においても、市町村を越えた広域的な政策課題が増加してきていることから、 

生活圏内はもとより、生活圏相互の連携にも配慮していく必要があります。 

 

（４） 相互に関連する政策課題に対応した施策の構築、展開 

今後の政策課題は、それぞれが単独で完結するものではなく、本県が持続的発展を遂げ

ていく上で、相互密接に関連しているものであることから、その対応にあたっては、政策

課題が相互に関連することを念頭においた総合的な施策の構築・展開が必要と考えられま

す。 
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